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第
四
十
九
巻

秦
漢
に
お
け
る
箔
役
の
諸
形
態

は

じ

め

に

一

倍
役
の
諸
形
態

二

更

箔

に

つ

い

て

付
更
箔
の
就
役
方
式

口
更
一
徳
の
賦
課
封
象

日
更
衝
の
運
営
と
そ
の
出
変
化

同

更

箔

の

性

格

三

中
央
的
得
役
と
雑
役
に
つ
い
て

付

中

央

的

循

役

口

雑

役

お

わ

り
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t主

じ

め

秦
漢
期
の
径
役
(
力
役
)
が

嘗
時
の
民
衆
の
負
捨
盟
系
中
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

(

1

)

 

わ
が
園
で
は
漬
口
重
園
氏
の

一
連
の
古
典
的
研
究
に
よ
り
そ
の
基
礎
が
据
え
ら
れ
た

改
め
て
言
う
ま
で

も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
嘗
時
の
絡
役
制
度
の
解
明
は
、

が
、
そ
の
後
、
諸
先
皐
の
幾
多
の
研
究
に
よ
り
制
度
や
運
営
の
貫
態
に
闘
す
る
理
解
が
深
め
ら
れ
、
叉
、
近
年
に
お
け
る
新
出
土
史
料
の
増
加

(
2〉

は
、
能
役
研
究
に
も
大
き
な
設
展
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
こ
う
し
た
諸
成
果
に
よ
り
な
が
ら
、
改
め
て
揺
役
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
検
討
す
る
が
、
そ
の
際
、

と
な
る
の
で
、
次
に
本
稿
に
必
要
な
限
り
で
そ
の
概
要
を
記
し
て
お
こ
う
。

や
は
り
漬
口
説
が
議
論
の
前
提

演
口
氏
は
ま
ず
、
漢
代
の
揺
役
制
度
に
闘
す
る
曹
競
の
如
淳
読
(
『
漢
書
』
径
七
昭
一
帝
紀
、
元
鳳
四
年
正
月
保
注
引
)
は
誤
り
で
あ
り
、
後
漢
の
服

慶
読
や
漢
律
の
注
調
梓
書
で
あ
る
律
説
(
い
ず
れ
も
後
述
)
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
論
誼
し
た
上
で
、

ω漢
代
で
は
兵
籍
に
在
る
者
(
縛
籍
さ

更
卒
と
痛
る
義
務
を
課
し
た
。
但
し
、
前
漢
初
期
は
数
年
目
毎
に
五
箇
月
宛
の
就
役

毎
歳
一
箇
月
宛
、

- 2 ー

れ
た
者
)
を
除
く
一
般
庶
民
に
劉
し
、

と
定
め
て
い
た
。

ω更
卒
の
役
は
原
則
上
、
各
自
在
貫
の
牒
内
に
お
け
る
土
木
事
業
等
に
勢
力
を
提
供
す
る
地
方
的
篠
役
で
あ
り
、
後
の
唐
代

の
「
雑
倦
」
に
比
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

ω更
卒
の
嘗
番
者
が
就
番
す
る
を
践
更
、
兎
番
す
る
を
過
更
と
言
い
、
兎
番
者
か
ら
は

一
箇
月
三
百

銭
の
貫
役
代
償
金
(
更
賦
・
過
更
銭
)
を
徴
牧
し
た
。
漢
代
の
祉
禽
情
勢
の
進
展
に
伴
い
、
{
呂
は
次
第
に
民
に
貫
役
を
強
制
す
る
よ
り
、
寧
ろ
更

賦
・
過
吏
銭
を
徴
牧
し
、
其
の
金
で
自
由
に
必
要
な
人
を
傭
う
傾
向
が
強
ま
り
、
遅
く
と
も
後
漢
の
順
一
帝
頃
に
は
そ
う
し
た
傾
向
が

一
般
化
し

た
。

ω秦
漢
時
代
に
は
唐
代
の
「
役
」
(
正
役
・
歳
役
)
に
一
該
賞
す
る
中
央
的
循
役
義
務
は
存
在
し
な
い
。
中
央
の
持
作
大
匠
の
管
轄
す
る
宮

室
・
陵
園
等
の
土
木
工
事
に
は
主
に
刑
徒
が
用
い
ら
れ
、
庶
民
を
徴
設
す
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、

そ
れ
は
臨
時
的
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。鎮守

の
貼
を
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
戦
園
秦
J
漢
代
の

「
更
卒
の
役
」

(
更
径
)
を
は
じ
め
と
す
る
諸
後
役
の
形
態
匡
分
と
そ
の
性
格
の
解
明
を
中
心
的
課
題
と
し
た



ぃ
。
即
ち
嘗
時
、
地
方
・
中
央
に
お
い
て
各
種
の
繕
役
が
徴
設
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
如
何
な
る
種
類
の
揺
役
が
如
何
な
る
内
容
の
勢
役

に
充
て
ら
れ
た
か
、
史
書
の
記
述
で
は
剣
然
と
し
な
い
場
合
が
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
嘗
時
の
径
役
鐙
系
と
そ
の
襲
化
を
全
盤
的
に
検
討
す
る

た
め
に
は
、
基
礎
的
作
業
と
し
て
、
諸
揺
役
の
形
態
巨
分
と
各
々
の
性
格
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

(
3
)
 

な
お
、
漢
代
の
史
料
用
語
と
し
て
の
「
循
役
」
「
力
役
」
の
語
は
い
ず
れ
も
力
役
(
労
役
)
、
兵
役
を
含
め
た
慶
い
一
一
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る

が
、
後
述
の
よ
う
に
、
職
園
秦
の
律
で
は
更
卒
等
の
循
役
に
闘
す
る
内
容
は
「
徳
律
」
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
律
名
は
漢
代
に
も
纏
承
さ

(
4〉

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
兵
役
と
匡
別
さ
れ
る
無
償
労
役
を
一
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、

「
揺
役
」
の
語
を
用
い
て
お
き
た
い
。

得
役
の
諸
形
態

従
来
、
漢
制
か
ら
類
推
さ
れ
て
い
た
戦
闘
・
統
一
期
の
秦
に
お
け
る
俸
役
制
度
・
賓
態
が
、
近
年
の
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
(
以
下
、
秦
衡
と
略
稽
)

の
出
土
に
よ
り
、
あ
る
程
度
具
瞳
的
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
中
で
、

得
役
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
規
定
は
「
蘇
(
待
)
律
」
に

- 3 ー

み
ら
れ
る
。
蔑
さ
れ
た
候
文
は
一
僚
の
み
で
あ
る
が
長
文
で
あ
り
、
多
様
な
内
容
を
含
ん
で
レ
る
。
ま
ず
こ
れ
を
手
が
か
り
に
検
討
を
は
じ
め

て
ゆ
き
た
い
。
内
容
に
よ
り
段
落
を
匡
切
っ
て
、
次
に
掲
げ
よ
う
。

か

や

ω
御
中
の
護
徴
に
(
「
御
中
設
徴
」
)
、
乏
き
て
行
ら
ざ
れ
ば
、
質
二
甲
。
期
を
失
う
こ
と
三
日
よ
り
五
日
に
到
ら
ば
、
辞
。
六
日
よ
り
旬
に

た

(

鳥山
)

到
ら
ば
、
貸
一
盾
。
旬
を
過
ぐ
れ
ば
、
賀
一
甲
。
そ
の
得
る
や
、
及
ぎ
詣
せ
。
水
雨
あ
ら
ば
輿
を
除
け
。

(
功

)

(

師
陣

)

倒
徒
を
輿
し
以
て
邑
中
の
紅
を
震
す
に
は
、
堵
を
結
た
し
む
る
こ
と
卒
歳
(
一
年
閲
)
と
せ
よ
。
未
だ
卒
わ
ら
(
卒
裁
な
ら
)
ず
し
て
堵
壊

(功
)

れ
た
ら
ば
、
司
空
(
豚
司
空
)
の
紅
を
持
い
し
者
及
び
君
子
(
署
君
子
)
の
堵
を
主
ど
り
し
者
、
罪
有
り
。

(筏
〉

つ
く
ら
し
む
る
も
、
計
え
て
患
と
魚
す
勿
か
れ
。

そ
の
徒
を
し
て
復
た
之
れ
に
垣

(c) 

(
笠
)

(

径
二
藩
)

一・
牒
の
諜
て
る
禁
苑
・
公
馬
牛
苑
に
、
徒
を
輿
し
以
て
斬
・
垣
・
離
散
つ
く
り
及
び
之
れ
を
補
繕
す
れ
ば
、
輔
ち
以
て
苑
吏
に
始
以
し、

め
ぐ

(
決

)

あ

つ

く

(
循

)

苑
吏
之
れ
を
循
れ
。
未
だ
卒
歳
な
ら
ず
し
て
壌
限
す
る
或
ら
ば
、
懸
を
し
て
復
た
徒
を
興
し
て
之
れ
を
焦
ら
し
む
る
も
、
計
え
て
蘇
と
篤
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(E) 

す
勿
か
れ
。
卒
歳
に
し
て
限
壊
す
る
或
ら
ば
、
三
堵
を
過
ぐ
る
よ
り
以
上
は
、
豚
の
漂
者
之
れ
を
補
繕
せ
よ
。
三
堵
以
下
、
及
び
未
だ
卒
歳

(決
)

に
盈
た
ず
と
難
も
道
を
、盗
険
し
て
出
入
す
る
も
の
或
ら
ば
、
苑
を
し
て
輔
ち
自
ら
之
れ
を
補
繕
せ
し
め
よ
。
廊
、
漂
っ
所
の
禁
苑
の
、
山

ち

か

も

や

や

(

無

)

に
停
き
も
、

山
に
遠
き
も
、
其
し
土
悪
し
く
し
て
雨
に
能
え
ず
、
夏
に
要
る
る
も
の
有
ら
ば
、
梢
補
繕
す
る
こ
と
勿
く
、
秋
の
雨
母
き
時

(箔
)

に
至
り
て
、
酪
を
以
て
之
れ
を
帰
せ
。

其
し
(
禁
苑
等
が
)
回
に
近
く
、
恐
る
ら
く
は
獣
及
び
馬
牛
の
出
で
て
稼
を
食
わ
ん
も
の
は
、
鯨
車
田
夫
、
田
を
そ
の
芳
に
有
つ
者
を
材

(
街
)

り
輿
し
、
貴
賎
と
無
く
、
田
の
少
多
を
以
て
人
を
出
し
、
以
て
之
れ
に
垣
つ
く
り
繕
わ
し
む
る
も
、
訴
と
魚
す
を
得
ず
。

鯨
、
敢
え
て
撞
に
公
舎

・
官
府
及
び
廷
を
壊
更
す
る
こ
と
母
れ
。
其
し
壌
更
せ
ん
と
欲
す
る
有
る
や
、
必
ず
之
れ
を
獄
え
。

城
旦
春
を

以
て
公
舎

・
官
府
を
盆
し
震
り
及
び
之
れ
を
補
繕
せ
ん
と
欲
す
る
は
、
之
れ
を
震
す
も
獄
う
勿
か
れ
。

(
功
)
は
か

鯨
、
恒
事
を
震
し
及
び
撒
い
て
帰
す
有
る
や
、
吏
、
攻
を
程
り
、
一
風
員
及
び
減
員
二
日
よ
り
以
上
は
「
不
察
」
と
漏
す
。
上
の
興
す

も

(

功

)

(

功

)

所
、
其
し
攻
を
程
り
て
首
た
ら
ざ
れ
ば
、
鯨
の
如
く
し
て
然
れ
。
攻
を
度
る
に
は
必
ず
司
空
と
匠
と
を
し
て
之
れ
を
度
ら
し
め
、
濁
り
匠
の

〈

循

)

(

衝

)

み
な
ら
し
む
る
母
れ
。
其
し
「
不
審
」
な
ら
ば
、
律
を
以
て
度
る
者
を
論
じ
、
そ
の
買
を
以
て
蘇
徒
の
計
を
魚
せ
。
蘇
律
(
一
八
二

(
5
)
 

ー
一
九
一
筒
、
七
六
・
七
頁
)

- 4ー

434 

(D) (F) 次
に
内
容
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
削
は
「
御
中
護
徴
」
に
あ
た
っ
て
の
規
定
で
あ
る
。

こ
れ
は
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』

(
卒
援
本
)
注
樺
(
以
下
、
注
律
と
略
稽
)
の
指
摘

たの
よ

中う
央に
政
府地
が方
そ官
の吏
必(
要懸

量ど
長著
議王
手5
3聖
書量
塁手
2善
2話
考定
えで
与ぁ

乞モ
即
ち
こ
の
径
役
は
前
述
の
漬
口
一
説

ωで
指
摘
さ
れ

か
か
る
中
央
的
径
役
は
漬
口
氏
の
指
摘
の
よ
う
に

臨
時
的
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
秦
簡
を
含
め
、
秦
漢
の
諸
記
銀
に
民
の
基
本
的
負
捨
の
一
つ
と
し
て
の
恒
常
的
な
中
央
的
復
役
義
務
の
存
在
を

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
同
の
内
容
は
鯨
が
そ
の
徴
震
を
怠
り
依
い
た
場
合
、
及
び
差
遣
が
指
定
の
期
日
に
遅
れ
た
場
合
に
お
け
る
、
責

(
6
)
 

任
者
の
各
々
の
罰
則
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。



次
の
倒

ωは
鯨
内
に
お
い
て
就
役
す
る
倍
役
に
閲
す
る
規
定
で
あ
り
、
鯨
の
長
官
(
豚
資
夫
・
豚
令
〉
の
権
限
に
お
い
て
徴
護
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
繕
役
は
文
中
「
計
え
て
径
と
痛
す
勿
か
れ
」
(
正
規
の
箔
役
日
数
に
算
入
し
な
い
〉
と
あ
る
よ
う
に
、

(

7

)

 

的
負
措
の
一
つ
と
し
て
本
来
、
固
定
的
な
就
役
義
務
日
教
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
詳
細
は
後
述
す
る
が
、

(
更
箔
)
に
あ
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
(
以
下
、
便
宜
上
、
こ
の
徳
役
を
更
衝
と
稽
し
て
お
く
)
。

民
の
基
本

」
れ
が
漢
代
の
更
卒
の
役

倒
は
鯨
が
徒
(
漢
代
で
い
う
更
卒
)
を
徴
設
し
て
邑
中
の
傍
役
を
行
う
際
の
規
定
で
あ
る
。

「
邑
中
の
功
」
と
は
こ
の
場
合
、
鯨
城
に
お
け
る

堵
(
稽
垣
〉
の
修
築
工
事
が
具
瞳
例
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

期
に
一
帝
が
「
詔
復
其
(
王
良
の
)
子
孫
口
巴
中
傍
役
」
(
『
後
漢
書
』
列
俸
一
七
王
良
俸
)
と
あ
り
、

「復
顔
氏
弁
官
氏
邑
中
部
襲
、
以
隼
孔
心
」
(
『
隷
緯
』
径
一
魯
相
韓
救
造
孔
廟
躍
器
碑
)
な
ど
と
み
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
康
く
、
豚
内
に
お
け
る

こ
う
し
た
表
現
は
後
世
に
お
い
て
も
例
え
ば

後
漢
の
光
武
一
帝

桓
一
帝
一
期
の
魯
園
相
、

韓
敷
の
事
蹟
を
記
す
碑
に

絡
役
の
一
意
に
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ωは
鯨
が
造
成
・
維
持
責
任
を
負
う
、

(
8
)
 

中
央
官
府
所
属
の
禁
苑
・
公
馬
牛
苑
の
整
壕

・
堵
垣
等
に
つ
い
て
、

徒
(
更
卒
)
を
徴
愛
し
て
工
事

- 5-

を
行
う
際
の
規
定
で
あ
り
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
の
牒
吏
と
苑
更
の
責
任
分
搭
な
ど
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

次
に
仰
は
鯨
沓
夫
が
、
苑
の
近
迭
に
田
を
所
有
す
る
者
を
劉
象
と
し
て
、
必
要
に
鷹
じ
て
徴
援
し
、
苑
の
塘
垣
の
造
成

・
補
繕
に
あ
た
ら
せ

る
規
定
で
あ
る
が
、
そ
の
徴
護
方
式
は
貴
賎
に
関
わ
ら
ず
田
の
多
少
に
底
ず
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
「
俸
と
潟
す
を
得
ず
ー
」
と
あ
る

よ
う
に
、
倒

ωに
規
定
さ
れ
る
更
協
と
は
異
な
る
、
別
箇
の
種
類
の
絡
役
で
あ
る
。
こ
の
揺
役
は
徴
設
擢
が
鯨
畜
夫
に
属
す
る
貼
に
お
い
て
更

簡
と
共
通
す
る
が
、
臨
時
的
性
格
を
持
つ
勲
、
及
び
徴
護
方
式
の
貼
に
お
い
て
更
径
と
異
な
る
形
態
が
と
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
か
か
る
更

俸
の
枠
外
と
さ
れ
る
地
方
的
径
役
を
、
雑
多
な
揺
役
と
い
う
意
味
で
、
隈
に
「
雑
役
」
と
稽
し
て
お
き
た
い
。

以
上
の
凶
J
闘
の
諸
規
定
が
諸
種
の
倍
役
形
態
に
つ
い
て
の
基
本
的
内
容
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
間
例
は
そ
の
補
足
的
内
容

の
も
の
で
あ
る
。

435 

ま
ず
伺
は
、
牒
が
牒
廷
や
附
層
建
築
物
の
改
築
な
ど
、
臨
時
の
大
規
模
工
事
を
行
う
場
合
は
、
上
紐
官
躍
に
上
申
し
許
可
を
得
る
必
要
が
あ
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る
が
、
将
に
所
属
す
る
奴
隷
的
刑
徒
で
あ
る
城
旦
春
を
使
役
し
て
培
・
修
築
す
る
場
合
は
、

そ
の
必
要
は
な
い
と
い
う
。
こ
こ
で
上
申
を
要
す

る
臨
時
の
揺
役
に
は
、
次
の
的
に
み
え
る
「
後
徒
」
即
ち
更
循
賦
課
封
象
た
る
成
年
男
子
の
徴
設
が
諭
協
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
儒
に
よ
り

{
伺
)

賦
課
さ
れ
る
臨
時
の
大
規
模
径
役
が
秦
筒
、
法
律
答
聞
に

「
可
謂
法
卒

・
有
大
諒
一
冊
曹
闘
相
趣
、
是
謂
達
卒
」

り
、
叉
『
史
記
』
巻
七
項
羽
本
紀
に
「
毎
呉
(
奥
際
)
中
有
大
訴
役
及
喪
、
項
梁
常
魚
主
排
」
と
あ
る
「
大
径
」

(
五
六
九
館
、

二
三
七
頁
)
と
あ

「大
話
役
」
に
あ
た
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
か
と
お
も
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
漢
代
に
お
い
て
更
径
は
「
小
磁
」
と
も
呼
ば
れ
、
主
に
定
期
的
な
諸
努
役
の
分
野
に
充
て

ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
就
役
方
式
は
、
大
量
の
努
働
力
の
集
中
を
要
す
る
臨
時
の
大
規
模
工
事
に
は
適
合
的
で
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
う
し
た
場
合
に
は
「
大
径
役
」
が
輿
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
大
徳
役
と
更
径
は
隻
方
共
、
牒
に
よ
っ
て
徴
設

さ
れ
、
賦
課
劉
象
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
徳
役
は
更
徳
義
務
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
の
、
即
ち
更
復
の
愛
役
的
性
格
を
持
つ
も
の
で

あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

「
上
の
輿
す
所
」

(
中
央
政
府
に
よ
る
臨
時
の
傍
役
徴
設
)
の
場
合
も
見
積
も
り
を
誤
ま
っ

- 6 ー

最
後
の
的
は
牒
が
「
恒
事
」

工
事
作
業
日
数
の
見
積
も
り
に
閲
す
る
規
定
で
あ
り、

(
更
絡
に
よ
る
定
期
的

・
恒
常
的
工
事
)
、

或
い
は
上
申
し
許
可
を
得
て
行
う
臨
時
工
事
(
「
大
徳
役
」
)
に
際
し
て
の

た
時
は
、
豚
の
場
合
と
同
様
に
慮
罰
す
る
と
い
う
。

以
上
が
揺
律
の
概
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
ま
ず
指
摘
で
き
る
の
は
、
首
時
の
径
役
に
、

ω中
央
的
径
役
(
臨
時
間
〉
、

ω民
の
基
本
的
負
措
義

務
と
し
て
の
更
径
、

ω更
径
の
枠
外
と
さ
れ
る
雑
役
(
臨
時
的
)
、
と
い
う
三
種
類
の
径
役
形
態
上
の
巨
別
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
更
に

ω更
佑
の
鑓
役
と
推
定
さ
れ
る
「
大
径
役
」
、
も
聞
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

各
種
絡
役
を
め
ぐ
る
問
題
貼
や
性
格
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
次
に
各
種
徳
役
の
相
違
貼
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
ま
ず
中
央

的
径
役
と
更
径
の
巨
別
を
徴
護
権
の
所
在
、

及
び
そ
れ
と
関
連
す
る
、
就
役
の
場
と
い
う
面
か
ら
比
較
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
更
絡
で
あ
る
が
、
そ
の
徴
設
擢
は
腕
に
あ
っ
た
。
こ
の
貼
、
徳
律
問
例
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
鯨
が
更
絡
に
よ
る
「
恒
事
」
を
篤
す

に
あ
た
っ
て
は
、
上
甑
官
聴
へ
の
上
申
・
許
可
を
要
せ
ず
、
鯨
の
権
限
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
更
径
の
徴
護
権
が
鯨
に
属
し
た
こ
と



は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
叉
、
そ
れ
と
表
裏
の
関
係
で
、
就
役
の
場
は
豚
内
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

簡

翠古胃、

に中
「央
上。的

時
委つ
聡い
をて
百皮 t主
す揺
る律
Vこ (A)

朝に

延 42

監事
時の
にJr~

惣語証
言昔 L 

護主
議す
芝σ)
徴に
援「

Z去
堅手
百里
姓と

官雪
之 (F)
をの
て
就露五
¥，，-L 

及と
v' は
品、，

職お
す場
.c， A 
者 E1
或あ秦

朝
廷
(
中
央
政
府
)
の
一
意
に
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

央
的
径
役
の
徴
装
擢
は
中
央
政
府
に
あ
り
、
最
終
的
に
は
王
(
統

一
後
は
皇
帝
)
の
裁
可
・
命
令
に
よ
っ
て
徴
震
が
行
わ
れ
る
も
の
と
推
定
さ
れ

ら
ば
、

律
を
以
て
之
れ
を
論
ず
」

会
二
七
筒
、

一
二
三
頁
)
と
あ
る
と
同
様
、

即
ち
中

る。
次
に
就
役
の
場
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

(

9

)

 

頁
)
と
あ
る
の
が
そ
れ
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。

中
央
的
待
役
は
秦
筒
、

工
律
に
み
え
る
、

(
循
)

徒
を
徴
渡
し
て
の
「
邦
中
の
蘇
」

(
一
六
八
筒
、
七
O

こ
れ
は
徳
律
倒
の
更
卒
に
よ
る
「
邑
中
の
功
」
と
劃
に
な
る
語
で
あ
り
、
直
接
に
は
注
揮
に
指

摘
す
る
よ
う
に
「
圏
中
」

必
ず
し
も
首
都
の
み
に
限
定
す
る
必
要
は
な
く
、
贋
く

(
秦
の
首
都
〉
に
お
け
る
傍
役
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

(
叩
)

秦
圏
内
(
秦
固
有
の
領
土
で
あ
る
闘
中
か
)
で
の
各
種
努
役
を
意
味
す
る
と
考
え
て
よ
い
と
お
も
わ
れ
る
。

更
揺
の
匡
別
は
、
就
役
の
場
が
鯨
の
範
圏
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
と
い
う
黙
に
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

と
も
あ
れ

か
か
る
中
央
的
径
役
と

- 7 ー

以
上
を
要
約
す
る
と
、
臨
時
的
な
中
央
的
待
役
は
中
央
政
府
に
よ
り
管
轄
・
徴
設
さ
れ
、
就
役
の
場
は
鯨
の
範
圏
を
超
え
る
地
貼
で
あ
っ
た

こ
と
、
他
方
、
更
揺
は
鯨
に
よ
り
管
轄
・
徴
設
さ
れ
、
同
開
内
に
お
い
て
主
に
定
期
的
傍
役
に
あ
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な

る。

鯨
を
単
位
と
し
て
徴
護
・
編
成
さ
ら
に
、逢
遣
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

(

日

)

が
、
前
掲
の
径
律
刷
、
及
び
数
律
の
、
委
織
の
役
に
閲
す
る
僚
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
鯨
に
よ
り
徴
設
さ
れ
る
更
径
と
雑
役
の
匿
別
の
根
援
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。

そ
し
て
中
央
的
径
役
も
、

中
央
の
命
令
は
鯨
に
下
達
さ
れ
、

徳
律
倒
に
み
え
る
雑
役
に
つ
い
て
ま
ず
指
摘
で
き
る
の
は
、
そ
れ
が
臨
時
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
揺
役
が
更
揺

437 

の
枠
外
に
お
か
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
比
較
的
小
規
模
で
且
つ
受
盆
者
の
範
圏
が
限
定
さ
れ
た
私
的
傍
役
と
園
家
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
た
た



438 

め
で
は
あ
る
ま
い
か
。
即
ち
雑
役
は
、
更
径
が
主
に
定
期
的
傍
役
に
あ
て
ら
れ
る
の
に
封
し
、
臨
時
に
比
較
的
小
規
模
な
循
役
の
必
要
が
生
じ

た
際
に
徴
接
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
貼
で
更
絡
を
補
完
す
る
性
格
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
更
衝
の
枠
外
に
か
か
る
径
役

を
設
定
し
た
こ
と
は
、
地
方
官
の
運
用
次
第
で
、
怒
一
意
的
役
使
に
陥
る
可
能
性
を
も
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上、

秦
簡
を
素
材
と
し
て
、

戦
国

・
統
一
期
の
秦
に
お
け
る
各
種
の
径
役
形
態
と
各
々
の
基
本
的
性
格
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
。

私
見
で
は
か
か
る
絡
役
の
諸
形
態
は
漢
代
に
お
い
て
も
基
本
的
に
縫
承
さ
れ
て
い
る
と
推
定
し
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
漢
代
ま
で
親
野
を
贋

げ
、
各
種
径
役
を
め
ぐ
る
問
題
貼
及
び
そ
の
嬰
化
等
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

秦
漢
に
お
け
る
各
種
径
役
の
中
で
、
傍
役
制
度
の
根
幹
を
な
し
た
の
は
漬
口
氏
の
解
明
し
た
よ
う
に
、
民
の
基
本
的
負
措
の

一
つ
と
し
て
の

更
卒
の
役
(
更
世
間
)
で
あ
る
。

そ
れ
故

本
稿
で
は
主
に
更
径
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
、
次
に
そ
れ
と
の
比
較
で
そ
の
他
の
各
種

得
役
に
言
及
し
た
い
と
お
も
う
。

更
絡
に
つ

い
て

-8-

中
央
政
府
や
照
に
よ
り
徴
設
さ
れ
る
径
役
の
服
役
者
は
、
秦
簡
で
は
前
述
の
よ
う
に
「
徒
」
と
帯
さ
れ
て
い
た
。
前
章
で
は
こ
の
う
ち
鯨
の

徴
設
す
る
恒
常
的
径
役
及
び
服
役
者
を
憶
に
漢
代
同
様
、

「
更
径
」
及
び

「
更
卒
」
と
稿
し
て
お
い
た
が
、

ま
ず
こ
の
黙
に
つ
い
て
説
明
を
加

え
て
お
こ
う
。

秦
簡
の
時
代
に
お
い
て
も
恒
常
的
な
傍
役
に
服
す
る
者
は
、

(
ロ
)

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

剖
ち
秦
筒
、
臨
苑
律
に
将
の
厩
に
お
い
て
飼
育
さ
れ
る
田
牛
(
耕
牛
)
の
間
芹
許
債
を
規
定
し
て
、

(皐
)

。

0

・:
皐
た
る
者
は

一
更
を
除
き
(
一
回
分
の
更
径
就
役
を
菟
除
し
)
、

鯨
内
に
お
い
て
「
更
」

(
輪
番
交
代
)
と
い
う
就
役
方
式
を
と
っ
て
い
た
こ
と

「
最
な
ら
ば

牛
長
に
日
三
旬
を
賜
う
。
」
ハ
八

O
筒
、
三
O
頁
)
と
あ
る
。
文
中
の
「
宅
者
」

と
は
田
牛
の
飼
育
に
あ
た
る
服
役
者
で
、
同
じ
く
廠
苑
律
に
「
吏
主
者
、
徒
食
牛
者
及
令
・
丞
皆
有
罪
。」
(
八
七
閥
、
一
一
一
一
一
一
一良
)
と
あ
る
「
徒
の

ゃ
し
な

牛
を
食
う
者
」
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
首
時

宅
者
の
み
で
な
く

鯨
内
で
恒
常
的
佑
役
に
服
す
る
「
徒
」

は

一
般
に



「更
」
と
い
う
就
役
形
態
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
漢
代
で
は
こ
う
し
た
服
役
者
が
「
更
卒
」
と
稽
さ
れ
る
の
で
あ

る。
こ
の
更
卒
の
役
は
漢
代
に
お
い
て
、
例
え
ば
「
庶
民
農
工
一
商
買
:
:
:
而
更
倍
租
賦
出
其
中
。
L

(

『
史
記
』
巻

一一

一九
貨
殖
列
俸
)
と
あ
り
「
叉

修
起
皐
官
於
成
都
市
中
、
招
下
照
子
弟
以
魚
皐
官
弟
子
、
震
除
更
続
。
」
(
『
漢
書
』
各
八
九
文
翁
俸
)
、
「
文
拳
日
・
:
:
・
加
之
以
口
賦
更
鉱
之
役
、
率

一
般
に
「
更
倦
」
と
よ
ば
れ
た
の
で
あ
り
、

一
人
之
作
、

中
分
其
功
。
」

(
『
強
鍛
論
』
来
通
篇
〉
な
ど
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に

そ
れ
は
田

租
、
算
賦
と
並
ん
で
、

民
の
基
本
的
負
捨
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
故
、

本
稿
で
は
便
宜
上
、

戦
園
秦
の
時
期
を
も
含
め
て
「
更

卒」

「更
循
」
の
語
を
用
い
て
お
き
た
い
。

次
に
戦
園
、
秦
漢
に
お
け
る
更
俸
に
闘
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
、
従
来
よ
り
知
ら
れ
て
い
た
、
更
循
の
基
本
史
料
を
奉
げ
て

お
こ
う
。
な
お
そ
の
中
で
、
漬
口
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
如
淳
読
は
と
る
べ
き
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
『
史
記
』
巷

一
O
六
果
王
襖
列
俸

「卒

践
更
、
楓
興
卒
賀
」
の
集
解
に
引
く
服
度
の
漢
書
一
音
義
(
「
漢
書
音
訓
』
)
に

(街
9
・

)

嘗
に
更
卒
と
震
る
べ
き
を
以
て
、
銭
三
百
文
を
出
す
、
之
れ
を
過
更
と
謂
う
。
自
ら
行
き
て
卒
と
震
る
、
之
れ
を
践
更
と
謂
う
。

(
日
)

『
漢
書
』
巻
二
四
上
食
貨
志
の
、
武
一
帝
に
劃
す
る
董
仲
野
の
上
言
に

- 9 ー

と
あ
り
、秦

に
至
り
で
は
則
ち
然
ら
ず
・
:
:
・叉
加
う
る
に
月
に
更
卒
と
篤
し
、
巳
に
し
て
復
た
正
と
篤
す
こ
と
一
歳
、
屯
成

一
歳
、
力
役
は
古
に
三

十
倍
す
。
:
:
:
漢
輿
り
、
循
い
て
未
だ
改
め
ず
。

と
あ
り
、
こ
の
顔
師
古
注
に

か

更
卒
と
は
、
郡
鯨
に
給
す
る
こ
と

一
月
に
し
て
更
わ
る
者
を
謂
う
な
り
。

と
あ
る
。
次
に
『
漢
書
」
巻
七
昭
一
帝
紀
、
元
鳳
四
年
正
月
篠
コ
二
年
以
前
遁
更
賦
未
入
者
、
皆
勿
牧
。
」
の
如
淳
注
引
、
律
読
ハ
漢
律
の
注
鰐
書
)
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卒
の
践
更
と
は
、
居
な
り
、
幌
中
に
居
更
す
る
こ
と
五
月
に
し
て
乃
ち
更
わ
る
な
り
。
後
、
尉
律
に
従
い
、
卒
、
践
更
す
る
こ
と

一
月
に
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し
て
、
休
む
こ
と
十
一
月
な
り
。

と
あ
る
。
叉
、
後
漢
の
制
に
つ
い
て
は
寸
論
衡
』
巻
一
二
謝
短
篇
に

(

歳

)

(

日

比

〉

(

仰

)

一
業
に
民
を
し
て
居
更
一
月
な
ら
し
む
る
は
、
何
に
か
疲
れ
る
。

年
二
十
三
に
し
て
儒
し
、
十
五
に
し
て
賦
し
、

七
歳
に
し
て
頭
銭
二
十

一
な
る
は
、
何
に
か
縁
れ
る
。

と
あ
る
。
ま
ず
更
揺
の
就
役
方
式
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

ハ
円

更
揺
の
就
役
方
式

秦
簡
で
は
更
径
の
義
務
日
数
な
ど
詳
細
は
明
ら
か
で
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
次
に
秦
漢
代
を
含
め
て
、

義
務
日
数
の
面
か
ら
検
討
し
て
み
よ

う
演
口
氏
は
前
掲
、
律
読
に
い
う
奮
来
の
規
定
(
五
箇
月
関
連
績
就
役
)
や
董
仲
野
の
上
言
を
「
叉
、

で
、
前
日
迎
の
よ
う
に
漠
初
期
に
は
数
年
目
毎
に
五
箇
月
間
就
番
す
る
方
式
(
奮
制
)
が
と
ら
れ
、

(

日

)

箇
月
宛
の
就
番
(
新
制
)
と
改
正
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

月
を
加
え
て
更
卒
と
震
る
」
と
解
し
た
上

- 10ー

そ
れ
が
遅
く
と
も
武
一
帝
初
期
迄
に
は
毎
歳

董
仲
脅
の
上
言
を
「
月
に
更
卒
と
震
し
」

(
日
)

言
の
内
容
ど
お
り
戦
園
秦
か
ら
漢
代
ま
で
縫
承
さ
れ
た
と
解
す
る
読
が
有
力
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
説
で
は
律
読
に
い
う
奮
制
に
つ
い
て
の

こ
れ
に
封
し
最
近
の
中
園
で
の
研
究
で
は

(
毎
年
一
箇
月
、
更
卒
と
す
る
)
と
解
し

こ
れ
が
上

検
討
が
未
だ
充
分
で
な
い
。

そ
こ
で
改
め
て
律
読
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
律
設
に
い
う
蓄
制
と
新
制
と
が
そ
の
負
措
の
軽
重
に
お
い
て
著
し
く
異
な
っ
た

と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
故
、
漬
口
説
以
降
の
研
究
に
お
い
て
も
、
奮
制
で
は
概
ね
五
年
毎
に

一
回
就
役
、
即
ち
年
卒
均
で
は
新
制
と
同
様
、

(
口
)

一
年
一
箇
月
の
就
役
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、

か
か
る
奮
制
に
よ
る
就
役
方
式
は
秦
・
漢
-
初
の
何
時
の
時
貼
に
お
い
て
と
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
黙
に
つ
き
、
卒
中



(

刊

日

)

(

印

)

苓
次
氏
、
西
国
太
一
郎
氏
は
『
漢
書
』
巻
六
四
下
買
損
之
停
に
、
元
一
帝
一
期
の
責
措
之
が
文
一
帝
の
善
政
を
讃
え
て

。
っ
か

丁
男
は
三
年
に
し
て
一
た
び
事
う
。
」

「
孝
文
皇
帝
に
至
り
で
は

民
の
賦
は
四
十
、

(
如
淳
注
「
常
賦
裁
百
二
十
、
裁
一
事
。
時
天
下
民
k

夕
、
故
出
賦
四
十
、
三
歳
而
一
事
。
」
)
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
文
一
帝
期
以
前
に
お
い
て
既
に
毎
年
一
箇
月
の
更
卒
義
務
が
常
制
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
文
一
帝
の
と
き
「
三
年
に
し
て
一
事
」

(

却

)

に
緩
和
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。
こ
の
文
中
の
「
事
」
と
は
揺
役
の
意
で
、
こ
の
場
合
、
恒
常
的
に
賦
課
さ
れ
る
径
役
で

あ
る
か
ら
、
更
揺
の
一
意
と
み
て
よ
い
。

七
年
僚
に
「
春

即
ち
出
産
し
た
妻
の
夫
に
封
し
二
年
聞
の
循
役
菟
除
の
特
典
を

輿
え
て
出
産
を
奨
勘
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
歳
」
を
車
位
と
し
て
二
年
聞
の
揺
役
が
菟
除
さ
れ
て
い
る
の
は
、
嘗
時
、
五
年
毎
に
一
回
就

そ
れ
で
は
次
に
文
一
帝
期
以
前
に
お
い
て
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

漢
初
の
記
事
を
み
る
と
、

『
漢
書
』
巻
一
下
高
一
帝
紀
、

:
:
:
民
、
子
を
産
め
る
は
、
復
し
て
事
う
勿
き
こ
と
二
歳
と
す
。
」

と
あ
る
。

役
と
い
う
方
式
で
は
な
く
、
毎
年
の
就
役
を
前
提
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
就
役
期
聞
は
一
箇
月
と
解
す
る
の
が
自
然
で

-11-

あ
ろ
う
。
即
ち
こ
れ
に
よ
れ
ば
漢
初
の
高
祖
期
に
お
い
て
も
毎
年
一
箇
月
の
就
役
義
務
が
常
制
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
高

一
帝
紀
の
記
事
は
、

漢
一帝一
園
が
成
立
し
て
聞
も
な
い
時
黙
で
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
制
は
秦
制
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

そ
こ
で
次
に
秦
制
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

秦
筒
、
除
吏
律
に

駕
脇
、
除
せ
ら
る
る
こ
と
四
歳
に
し
て
、
駕
御
す
る
能
わ
ざ
れ
ば
、
数
者
を
貸
す
る
こ
と
一
盾
。
菟
じ
て
、

(

世

間

)

(

償

)

四
歳
の
訴
成
を
賞
わ
し
む
。

主
主
=
筒
、

一
二
八
頁
)

と
あ
る
。

こ
の
規
定
で
は
駕
脇
(
載
車
の
車
士
の
統
率
に
あ
た
る
軍
吏
〉
が
、

任
命
さ
れ
て
四
年
閉
経
過
し
て
も
戦
車
を
う
ま
く
操
る
こ
と
が
で

一
般
民
と
し
て
服
す
べ
き
四
年
間
分
の
倍
氏

き
な
い
場
合
、
駕
関
本
人
に
つ
い
て
は
克
職
と
し
た
上
、
軍
更
で
あ
っ
た
開
兎
除
さ
れ
て
い
た
、
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と
い
う
。
こ
の
「
径
成
」
の
語
は
従
来
、

成
」
を
説
明
し
て
成
遁
義
務
の
意
と
す
る
解
躍
に
従
っ
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
秦
簡
に
み
え
る
「
篠
成
」
の
語
は
成
溢
義
務
と
は
異

般

『
漢
室
百
』
巻
七
昭
一帝一
紀
、
元
鳳
四
年
僚
の
如
淳
注
に
、
漢
律
の
「
訴

義
務
を
償
わ
せ
る
、
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な
る
一
意
の
よ
う
で
あ
る
。
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
秦
簡
で
は
倍
役
徴
震
に
閲
す
る
「
徳
律
」
と
兵
役
徴
震
に
閲
す
る
「
成
律
」
と
が

(

幻

)

(

勾

)

区
別
さ
れ
て
お
り
、

「
絡
成
」
と
は
「
径
と
皮
」
の
意
に
解
す
る
の
か
安
富
で
あ
ろ
う
。
前
掲
、
除
吏
律
の
規
定
は
そ
れ
故
「
四
年
間
分
の
倍

(
幻
)

役
と
兵
役
(
軍
役
)
」
の
意
に
解
さ
れ
る
。
こ
こ
で
径
役
(
更
径
)
に
つ
い
て
い
え
ば
、
五
年
毎
の
就
役
で
は
な
く
、

「
歳
」
を
車
位
と
し
て
、

即
ち
毎
年
賦
課
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
義
務
日
数
は
や
は
り

一
箇
月
間
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
律
読
に
い
う
、

五
箇
月
間
の
就
役
の
後
、
交
代
す
る
奮
制
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
が
何
時
の
時
期
に
つ
い
て
の
も
の

で
あ
る
か
、
判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
れ
は
貫
施
さ
れ
た
と
し
て
も
漢
-
初
期
の
短
期
間
に
止
ま
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
戦
園
秦
以
後
、
南
漢
を
通
じ
て
毎
年
一
箇
月
の
就
役
が
、
更
揺
の
一
般
的
な
就
役
方
式
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
前
掲
し

た
董
仲
脅
の
上
言
の
更
卒
に
閲
す
る
部
分
も
「
加
う
る
に
月
に
更
卒
と
漏
し
」
と
解
す
る
の
が
安
嘗
で
あ
り
、

る
よ
う
に
漢
に
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
秦
制
が
、
上
言
に
述
べ

以
上
、
更
絡
の
義
務
日
数
の
面
か
ら
検
討
し
た
が
、
次
に
更
径
の
傍
役
内
容
、
徴
震
時
期
の
面
よ
り
す
る
検
討
を
行
っ
て
お
き
た
い
。

(

但

)

従
来
、
常
識
的
に
絡
役
徴
護
は
原
則
と
し
て
農
閑
期
(
冬
期
三
ヶ
月
を
中
心
と
す
る
)
に
行
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
、
と
解
さ
れ
る
こ
と

- 12ー

が
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
次
に
更
径
の
徴
護
時
期
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
秦
漢
に
お
い
て
更
絡
が
如

何
な
る
努
役
内
容
に
充
て
ら
れ
て
い
た
か
を
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
戦
園
秦
に
お
け
る
朕
況
か
ら
み
て
み
よ
う
。

一
般
民
に
つ
い
て
い
え
ば
、
前
掲
の
徳
律
、
廠
苑
律
の
規
定
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
豚
内
に
お
い
て

ω牒
城
な
ど

に
お
け
る
堵
(
埼
垣
)
及
び
禁
苑
等
の
堕
壕

・
堵
垣

・
鑑
藩
の
定
期
的
な
築
造

・
補
繕
、

ω牒
の
厩
の
宅
者
(
牛
馬
の
飼
賞
者
)
、
な
ど
の
傍
役
に

充
て
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
更
簡
の
饗
役
と
し
て
の
臨
時
の
大
径
役
に
よ
っ
て
鯨
廷
や
附
層
建
築
物
の
改
築
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら

奏
聞
に
み
え
る
更
絡
は

は
概
ね
国
家
支
配
を
維
持
し
て
ゆ
く
上
で
必
要
な
傍
役
と
し
て
の
側
面
(
待
役
の
階
級
的
側
面
)
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

(
お
)

生
産
に
密
接
に
関
わ
る
傍
役
〔
箔
役
の
「
共
同
鎧
」
的
側
面
)
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
傍
役
と
し
て
次
に
、

(

お

)

の
木
般
に
記
さ
れ
た
戦
園
秦
の
武
王
二
年
制
定
の
回
律
ハ
或
い
は
馬
田
律
)
を
み
て
み
よ
う
。

一
方
、
民
の
生
活
・

再

四
川
省
青
川
鯨
出
土
(
一
九
七
九
年
)

」
の
回
律
は
前
牢
の
土
地
匡
劃
規
定
と
後
牟
の



道
・
橋
・
堤
防
等
の
維
持
補
修
規
定
か
ら
成
る
が
、
こ
の
後
宇
部
分
を
奉
げ
る
と

か

秋
八
月
を
以
て
、
封
持
を
修
め
、
彊
昨
を
正
し
、
及
び
千
百
の
大
草
を
受
る
。
九
月
、
大
い
に
道
及
び
阪
険
な
る
を
除
す
。
十
月
、
橋
を

か

漏
り
、
波
陸
を
惰
め
、
津
梁
を
利
し
、
草
離
を
鮮
る
。

除
道
の
時
に
非
ざ
る
も
陪
敗
し
て
行
く
べ
か
ら
ざ
る
有
れ
ば
、

相
ち
之
れ
を
魚

せ

と
あ
り
、
秋
八
・
九
月
、
多
十
月
に
お
け
る
勢
役
内
容
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
律
の
規
定
に
よ
っ
て
毎
年
定
期
的
に
賦
課
さ
れ
る
努
役

で
あ
り
、
鯨
が
徴
護
・
編
成
す
る
更
俸
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
後
漢
の
鄭
玄
が
『
瞳
記
』
王
制
の
「
古
者
:
:
:
用
民
之
力
、
歳
不
過
三

「
宮
室
、
遁
渠
を
治
む
」
の
例
を
奉
げ
、
『
周
躍
』
地
官
均
人
の
候
の
「
均
人
民
牛
馬
車
輩
之
力
政
」
の
注
に

の
注
に
お
い
て

城
郭
、

日
L 「

力
征
と
は
、
人
民
則
ち
城
郭
、
法
巷
、
溝
渠
を
治
め
、
:
:
:
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
古
来
、
城
郭
、
道
路
、
溝
渠
の
定
期
的
な
維
持
補
修

が
、
民
の
恒
常
的
な
傍
役
内
容
と
し
て
最
も
一
般
的
な
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

田
律
に
み
え
る
揺
役
徴
設
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
『
口
口
氏
春
秋
』
十
二
紀
、

(

幻

)

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
『
腫
記
』
月
令
(
『
呂
氏
春
秋
』
十
二
紀
、
『
准
南
子
』
時
則
訓
も
ほ
ぼ
同
文
〉
で
は
、
陸
防
・
溝
潰
・
道
路
・
宮
室
・
城
郭

等
の
維
持
・
修
築
を
季
春
(
一
二
月
)
孟
秋
(
七
月
)
仲
秋
(
八
月
)
季
秋
〈
九
月
〉
孟
多
(
十
月
〉
の
月
に
行
な
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
多
期
に

限
定
さ
れ
る
需
で
は
な
い
が
、
概
ね
農
閑
期
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
規
定
が
秦
漢
期
の
現
質
的
な
揺
役
徴
震
時
期
と
密
接
な
開
連
を
も
つ
も
の

で
あ
る
こ
と
は
充
分
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

『
躍
記
』
月
令
等
の
記
述
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ

- 13ー

し
か
し
、
更
揺
徴
護
が
農
閑
期
に
の
み
限
定
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
に
は
疑
問
が
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
田
律
に
み
ら
れ
る
よ
う

な
、
道
路
の
定
期
補
修
の
時
期
以
外
に
お
い
て
も
、
道
路
不
通
に
な
っ
た
時
は
即
刻
、
こ
れ
を
補
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
場
合
だ
け

で
は
な
い
。
特
に
園
家
支
配
の
維
持
に
関
わ
る
労
役
に
お
い
て
、
即
ち
、
前
掲
の
秦
簡
に
み
え
た
宅
者
(
牛
馬
の
飼
育
者
〉
の
場
合
な
ど
は
、
特

定
の
時
期
の
み
で
は
な
く
、
嘗
然
、
年
聞
を
逼
じ
て
交
代
就
役
し
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
叉
、
漢
代
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
前
漢
武
一
帝
期

以
後
の
盟
織
専
貰
制
施
行
下
で
の
献
況
に
つ
い
て
、
元
一
帝
期
の
貢
馬
の
上
書
に
「
今
、
漢
家
、
銭
を
露
、
及
び
諸
の
鎮
官
、
皆
吏
卒
徒
を
置
き
、
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園
家
の
鋳
銭
事
業
や
競
官
に
、
徒
(
刑
徒
)
と

共
に
多
く
の
卒
が
配
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
卒
が
更
卒
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
多
く
の
論
者
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
傍
役
は
年
聞
を
遁
じ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
従
っ
て
更
衝
は
制
度
上
、
園
家
が
年
聞
を
通
じ
て
常
時
、

一
歳
の
功
、
十
寓
人
己
上
」

(『
漢
窪
田
』
巻
七
二
貢百
円
市
博
)
と
あ
り
、

山
を
攻
め
て
銅
識
を
取
り
、

必
要
な
第
働
力
を
確
保
で
き
る
鐙
制
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

十
一
月
な
り
。」
を
み
る
と
、

そ
こ
で
改
め
て
更
径
の
就
役
方
式
に
つ
い
て
の
前
掲
、
律
読
の
規
定
「
後
、
尉
律
に
従
い
、
卒
、
践
更
す
る
こ
と
一
月
に
し
て
、
休
む
こ
と

こ
れ
は
年
聞
を
通
じ
て
の
交
代
就
役
を
前
提
と
し
た
規
定
で
あ
り
、
農
閑
期
に
必
要
に
鷹
じ
て
適
宜
徴
護
す
る

更
絡
の
賦
課
割
象
と
な
る
成
年
男
子
が
十
二
の
グ
ル
ー
プ

即
ち
具
盤
的
に
は

年
間
十
二
箇
月
に
お
い
て

と
い
う
方
式
で
は
あ
る
ま
い
。

(
組
)
に
分
け
ら
れ
、
彼
ら
が
順
次
、

一
箇
月
づ
っ
交
代
で
就
役
す
る
、
と
い
う
方
式
が
と
ら
れ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。

も
っ
と
も
時
期
に
よ
り
、
必
要
と
さ
れ
る
勢
働
人
員
数
は
異
な
り

一
般
民
の
側
も
農
閑

・
農
繁
期
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
、
戸
の
質
産
額
や

戸
内
の
成
年
男
子
の
多
寡
等
に
よ

っ
て
候
件
は
異
な
る
詩
で
あ
る
か
ら
、
徴
護
時
期
や
先
後
関
係
等
の
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
負
携
の
卒
均
化

篤
吏
之
道
に
官
吏
の
常
用
語
を
奉
げ
る
中
に
「
怒
、

秦
筒
、

賞
罰
を
均
し
く
す
」

(
六
八
二
筒
、

- 14-

が
は
か
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
雨
漢
を
遁
じ
て
、
郷
か
ら
郡
園
に
至
る
各
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
絡
役
負
携
の
均
等
化
が
は
か
ら

(
m
A
)
 

れ
、
又
官
吏
の
職
責
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
具
瞳
的
に
は
上
越
の
よ
う
な
内
容
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

二
八
五
頁
)
と
あ
る
の
を
は
じ
め
、

。
更
衝
の
賦
課
封
象

次
に
更
揺
の
賦
課
封
象
者
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
漢
代
に
つ
い
て
は
、
こ
の
貼
を
明
記
し
た
史
料
は
な
く
、
従
来
の
研
究
に
お

(

却

)

(

鈎

)

い
て

ω兵
役
負
措
義
務
期
間
内
に
あ
る
者
を
封
象
と
す
る
と
解
す
る
読
、

ω算
賦
負
措
義
務
期
間
内
に
あ
る
者
を
劃
象
と
す
る
と
解
す
る
説
、

の
二
つ
の
読
が
一
ホ
さ
れ
て
い
た
。

漢
代
の
兵
役
負
措
義
務
期
聞
に
つ
い
て
は
漬
口
氏
が
、
嘗
時
の
史
書
に
み
え
る
「
停
」
字
に
「
丘
一
籍
に
附
け
る
」
或
は
「
兵
役
を
課
す
る
」



意
で
用
い
ら
れ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
ま
ず
景
一
帝
二
年
に
二
十
歳
を
徴
兵
適
齢
と
定
め
(
『
漢
書
』
巻
五
景
帯
紀
、
二
年
傑
〉
、
そ

の
後
、
昭
一
帝
一
の
始
元
年
開
頃
ま
で
に
二
十
三
歳
遁
齢
、
五
十
六
歳
出
役
と
改
め
(
『
醸
鍛
論
』
未
、
通
篇
)
、

(

況

)

定
制
と
な
っ
た
こ
と
を
解
明
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
、
逼
説
的
位
置
に
あ
る
。

こ
れ
が
そ
の
後
、
後
漢
に
か
け
て
ほ
ぼ

一
方
、
算
賦
(
口
算
)
は
漢
初
以
来
、
雨
漢
を
通
じ
て
、
十
五

(

犯

)

歳
か
ら
五
十
六
歳
ま
で
の
成
年
男
女
を
封
象
と
し
、
毎
年
一
算
三
二

O
銭
)
を
賦
課
し
た
と
解
す
る
の
が
一
般
的
な
設
で
あ
る
。

こ
こ
で
ま
ず

ω読
で
は
、
そ
の
重
要
な
論
援
で
あ
る
『
漢
書
』
巻
一
上
高
一
帝
紀
、
二
年
五
月
篠
「
粛
何
護
開
中
老
弱
未
停
者
悉
詣
軍
。
」
の

顔
師
古
注
「
停
と
は
著
な
り
。
名
籍
に
著
け
、
公
家
の
揺
役
に
給
す
る
を
言
う
な
り
。
」
に
よ
り
、
停
籍
に
よ
っ
て
兵
役
と
共
に
得
役
義
務
が

生
ず
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
が
、
漢
代
を
通
じ
て
そ
の
よ
う
に
解
し
て
よ
い
か
ど
う
か
疑
問
が
あ
る
。

ω設
で
は
西
国
太
一
郎
氏
が
、
『
読
文
解
字
』
貝
部
、
質
の
字
に
漢
律
を
引
い
て
「
漢
律
に
、
民
の
蘇
せ
ざ
る
は
(
民
不
縁
)
、
質
銭
二
十

(
一
一
一
)

一
一
」
と
あ
り
、
こ
の
二
十
三
銭
は
段
玉
裁
注
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
七
歳
か
ら
十
四
歳
の
民
に
課
さ
れ
る
口
銭
(
口
賦
銭
)
と
考
え
ら
れ
、
こ

(

お

)

(

鈍

)

れ
が
「
不
都
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
得
役
(
更
卒
)
義
務
は
十
五
歳
以
上
の
丁
男
に
課
さ
れ
た
、
と
解
し
て
い
た
。
叉
、
山
田
勝
芳
氏

も
湖
北
江
陵
鳳
嵐
山
十
競
漢
墓
出
土
竹
簡
ハ
こ
の
竹
簡
に
つ
い
て
の
私
見
は
後
述
)
や
『
瞳
鎮
論
』
未
遁
篇
に
「
御
史
日
わ
く
、
古
は
十
五
に
し
て

大
挙
に
入
り
、
小
役
に
興
か
る
。
二
十
に
し
て
冠
し
て
成
人
し
、
戎
事
に
輿
か
る
。
」
と
あ
り
、
古
制
に
偲
託
さ
れ
て
い
る
が
、

の
兵
役
負
携
が
景
一
帝
二
年
以
後
、
武
一
帝
期
に
か
け
て
の
現
貫
の
制
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

- 15ー

二
十
歳
以
後

十
五
歳
以
上
の
小
役
(
箔
役
〉
負
措

(
白
山
)

と
い
う
御
史
の
言
も
現
貫
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
解
さ
れ
る
こ
と
、
な
ど
に
よ
り
揺
役
負
措
開
始
年
齢
を
十
五
歳
と
解
し
て
い
る
。

私
見
で
は

ω読
の
よ
う
に
解
す
る
の
が
安
嘗
と
考
え
る
が
、
さ
ら
に
史
料
を
補
足
し
て
お
こ
う
。
武
帝
期
に
設
置
さ
れ
た
太
皐
に
お
け
る
博

土
弟
子
の
入
皐
資
格
に
つ
い
て
、
公
孫
弘
の
奏
請
に

博
土
の
官
の
矯
め
に
弟
子
五
十
人
を
置
き
、
其
身
を
復
せ
ん
。
太
常
は
民
の
年
十
八
己
上
に

L
て
儀
朕
端
正
な
る
者
を
擦
び
て
、
博
士
の

弟
子
に
補
せ
ん
。
(
『
史
記
』
巻
一
一
二
儒
林
列
停
序
)

(

お

)

と
あ
り
、
こ
の
「
其
身
を
復
」
す
と
は
稽
役
菟
除
の
意
で
あ
る
。
嘗
時
、
兵
役
は
景
一
帝
二
年
以
後
の
制
を
縫
承
し
て
二
十
歳
か
ら
賦
課
さ
れ
て
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い
た
と
み
ら
れ
る
が

こ
こ
で
十
八
歳
以
上
の
博
士
弟
子
を
針
象
と
し
て
径
役
兎
除
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、

得
役
(
更
沼
畑
)
義
務
が
十
五

歳
以
上
の
成
年
男
子
に
課
さ
れ
て
い
た
た
め
で
は
あ
る
ま
い
か
。
叉
、
郡
園
翠
の
場
合
に
お
い
て
も
、

景
一
帝
の
末
、
萄
郡
太
守
文
翁
が
成
都
に

設
立
し
た
皐
官
に
つ
い
て
「
招
下
鯨
子
弟
以
魚
祭
官
弟
子
、
震
除
更
縁
。
」
(
『
漢
書
』
巻
八
九
文
翁
侮
)
と
あ
り
、
後
漢
の
光
武
一帝
期
に
武
威
太
守

と
な
っ
た
任
延
が
「
又
造
立
校
官
、

自
擦
史
子
孫
、
皆
令
詣
同
学
受
業
、
復
其
傍
役
。」

(『
後
漢
書
』
列
博
六
六
任
延
俸
)
と
あ
る
よ
う
に

弟
子

に
封
し
径
役
(
更
箔
)
菟
除
の
措
置
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、

(
幻
)

に
お
い
て
開
始
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
、
更
径
は
十
五
歳
以
上
の
成
年
男
子
を
封
象
と
し
て
賦
課
さ
れ
て
い
た
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ

漢
代
に
お
い
て

弟
子
な
ど
諮
生
の
遊
間
停
は
大
盟
十
五
歳
か
ら
二
十
歳
の
開

う
次
に
、

「
可
を
か

『
戸
を
匿』

し
及
び

「
数
一
一
重
博
せ
ず
』
と
謂
う
。
戸
を
匿
し
て
蘇
使
せ
ず
、

遡
っ
て
戦
固
か
ら
統
一
期
の
秦
に
お
け
る
絡
役
賦
課
封
象
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。

戦
園
秦
に
お
い
て
は

秦
筒
、

法
律
答
聞
に

戸
賦
を
出
さ
し
め
ざ
る
の
謂
な
り
。」

(
五
三
五
節
、
二

- 16ー

二
二
頁
)
と
あ
り
、
博
(
得
籍
〉
さ
れ
た
時
黙
以
後
生
ず
る
基
本
的
負
擦
は
、
成
年
男
子
の
場
合
、
戸
賦
(
人
頭
税
)
と
循
使
(
箔
役
)
で
あ
っ
た

(
お
)

と
考
え
ら
れ
る
。
叉
同
時
に
、

兵
役
も
停
籍
さ
れ
た
成
年
男
子
を
針
象
に
課
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
、
嘗
時
、
戸
賦

・
径
使

・
兵
役
の
負
捨

(ぬ〉

期
聞
は
停
籍
の
時
黙
か
ら
老
(
菟
老
)
に
至
る
ま
で
、
一
致
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
戦
園
秦
に
お
け
る
停
籍
の
時
黙
に
つ
い
て
は
、

ω年

齢
を
基
準
に
し
た
と
解
す
る
読
(
十
七
歳
設
が
有
力
で
あ
る
)
、

ω身
長
を
基
準
に
し
た
と
解
す
る
読
(
男
子
の
場
合
、
六
尺
五
寸
設
、
七
尺
設
な
ど
)

が
あ
り
、

ω読
で
は
始
皇
十
六
年
九
月
の

「-初め
て
男
子
を
し
て
年
を
書
せ
し
む
」
(
『
史
記
』
各
六
秦
始
皇
本
紀
)
と
あ
る
措
置
に
よ
っ
て
年
齢

基
準
に
切
り
換
え
ら
れ
た
と
解
さ
れ
て
い
る
。
今
、
停
籍
に
つ
い
て
詳
論
す
る
徐
裕
が
な
い
が
、
似
読
の
よ
う
に
解
す
る
の
が
妥
嘗
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
但
し
始
皇
十
六
年
の
切
り
換
え
以
後
、
何
歳
で
停
籍
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
漢
代
で
は
そ

の
蛍
初
か
ら
、
十
五
歳
以
上
の
成
年
男
子
を
針
象
に
更
徳
義
務
を
課
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
思
う
に
秦
制
に
お

い
て
も
、
統

一
を
目
前
に
し
て
多
数
の
兵
役

・
径
役
徴
援
を
要
し
た
時
期
で
あ
る
始
皇
十
六
年
以
降
、
停
籍
年
齢
は
十
五
歳
と
さ
れ
て
お
り
、

漢
は
そ
の
制
を
縫
承
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
即
ち
十
五
歳
停
籍
の
時
期
以
後
、

戸
賦
(
漠
代
の
算
賦
〉
負
捨
、

男
子
の
場
合
さ
ら
に
循
役



或
い
は
兵
役
義
務
が
生
ず
る
の
が
、
始
皇
十
六
年
以
降
、
漢
-
初
に
か
け
て
の
制
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

漢
代
に
お
い
て
算
賦
・
揺
役
義
務
と
兵
役
義
務
の
開
始
年
齢
が
帯
離
し
て
き
た
の
が
、
漢
の
景
一
帝
二
年
の
「
天
下
に
令
し
男
子
年
二
十
に
し

て
始
め
て
停
せ
し
む
。
」
ハ
『
漢
書
』
巻
五
景
帯
紀
)
と
あ
る
改
制
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
停
」
は
漬
口
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
「
兵
籍
に
附

け
る
」
意
で
あ
り
、
こ
の
時
貼
か
ら
兵
役
義
務
が
算
賦
・
径
役
義
務
開
始
年
齢
と
切
り
離
さ
れ
、
二
十
歳
以
上
の
男
子
を
封
象
と
す
る
こ
と
に

さ
ら
に
昭
一
帝
の
始
元
年
閉
ま
で
に
二
十
三
歳
停
籍
に
軽
減
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

な
り
、以

上
、
戦
園
秦
以
後
、
漢
代
に
お
い
て
更
俸
は
戸
賦
・
算
賦
負
携
義
務
期
開
内
に
あ
る
成
年
男
子
を
劃
象
と
し
て
賦
課
さ
れ
た
と
考
え
て
き

た

こ
れ
に
封
し
最
近
、

嘗
時
の
箔
役
(
更
繕
〉
賦
課
封
象
を
算
賦
と
同
様
、

(
川
出
)

成
年
男
女
と
解
す
る
読
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
女
子
径

役
〈
更
繕
)
義
務
の
有
無
を
中
心
に
、
こ
の
設
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

こ
の
設
の
主
要
な
論
操
は
ま
ず
、
湖
北
江
陵
鳳
嵐
山
十
競
漢
墓
出
土
の
、
景
一
帝
初
年
の
も
の
と
み
ら
れ
る
竹
簡
で

(
4
)
 

宋
財
二
野
人
四
・
凡
十
算
徒
一
男
一
女
・
男
野
人
女
恵

都
得

任
甲

- 17-

と
い
う
書
式
を
も
っ
一
群
の
簡
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
算
と
い
う
単
位
で
数
え
ら
れ
る
男
女
(
十
五
歳
以
上
の
成
年
男
女
と
推
定
さ
れ
る
)
が
十
人
で

一
組
を
構
成
し
、
そ
の
う
ち
二
人
ハ
一
男
一
女
)
が
「
徒
」
さ
れ
て
い
る
。

な
い
が
、
何
ら
か
の
笹
役
に
徴
さ
れ
た
も
の
と
み
て
、

「
徒
」
字
は
「
遣
」
と
樺
讃
す
る
読
も
あ
り
、

官
は
十
五
歳
以
上
の
成
年
男
女
に
劃
し
、
こ
の
算
を
基
準
に
算
賦
と
揺
役
を
賦
課
し

『
九
章
算
術
』
巻
三
表
分
に
も
「
今
、
北
郷
の
算
八
千
七
百
五
十
八
:
:
:
有
り
。
凡
そ
三
郷
、
揺
を

鼓
す
る
こ
と
三
百
七
十
八
人
。
算
数
の
多
少
を
以
て
之
れ
を
表
出
せ
ん
と
欲
す
、
問
う
各
々
幾
何
な
る
か
と
。
答
え
て
日
わ
く
、
北
郷
は
一
百

三
十
五
人
:
:
:
を
遣
り
、
:
:
:
。
」
と
あ
り
、
同
じ
く
算
を
基
準
に
得
役
徴
設
を
行
う
例
題
が
み
ら
れ
る
。

必
ず
し
も
一
定
し

た
、
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
叉
、
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ま
ず
前
掲
、

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
何
ら
か
の
径
役
徴
護
に
閲
す
る
内
容
と
み
な
し
得
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
更
俸
と
解
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。

丁
男
三
年
而
一
事
。
」
と
あ
り
、

『
漢
書
』
巻
六
回
下
買
掲
之
俸
に
「
至
孝
文
皇
帝
:
:
:
民
賦
四
十
、

更
揺
の
負
捨
者
は
明
確
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(

必

)

に
「
丁
男
」
と
さ
れ
て
お
り
、
十
五
歳
以
上
の
成
年
女
子
が
恒
常
的
な
更
佑
義
務
の
封
象
と
さ
れ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

次

鳳
嵐
山
十
披
漢
墓
竹
聞
の
記
載
に
卸
し
て
い
え
ば

」
こ
で
十
人

一
組
を
な
す
成
年
男
女
が

二
人
(
一
男
一
女
)
ず
つ
順
次
更
篠

に
交
代
就
役
す
る
も
の
と
偲
定
し
た
場
合
、

か
か
る
組
編
成
の
下
で
は
、
男
女
の
年
間
更
径
日
数
は
卒
均
で
七
二
日
開
と
な
る
の
で
あ
る
が
、

こ
う
し
た
更
径
義
務
日
数
を
裏
付
け
る
記
事
は
存
在
し
な
い
。

そ
れ
故

こ
の
竹
簡
を
更
径
徴
設
に
関
す
る
記
録
と
み
る
こ
と
は
安
首
で
な
く
、
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
種
類
の
径
役
徴
震
に
閲
す
る
も
の

と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
『
九
章
算
術
』
に
み
え
る
例
題
も
更
徳
と
は
別
の
、
臨
時
の
揺
役
徴
震
に
閲
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

し
か
し
同
時
に
、
こ
れ
ら
各
種
徳
役
が
更
絡
や
算
賦
と
同
様
、
十
五
歳
以
上
の
者
を
酎
象
に
賦
課
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
注

一
意
一
し
て
お
い
て
よ
い
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

及
び
そ
れ
ら
の
箆
化
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

書
』
食
貨
志
の
董
仲
野
の
上
言
で
の
注
に
お
い
て
「
更
卒
、
調
給
郡
鯨

一
月
而
更
者
也
。」
と
し
、

」
こ
で
は
更
佑
の
徴
稜
楼
と
就
役
の
場

こ
の
貼
に
つ
い
て
顔
師
古
は
前
掲

- 18ー

伺

更
俸
の
運
営
と
そ
の
援
化

『漢

郡
鯨
に
よ
り
徴
護
さ
れ
郡
豚
内
の
勢
役
に

従
事
す
る
と
解
し
て
い
た
。
こ
れ
に
封
し
演
口
氏
は
同
じ
く
前
掲
、
律
設
に
「
卒
践
更
者
、
居
也
、
居
更
問
問
中
・
・
:
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
更

(

目

白

)

卒
は
原
則
上
各
自
在
貫
の
鯨
内
に
お
け
る
土
木
事
業
等
に
従
事
す
る
も
の
と
解
し
た
。

こ
の
雨
読
の
う
ち
で
は
今
日
ま
で
、

顔
師
古
注
に
従
う
解
穣
が

一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
秦
簡
、
徳
律
の
規
定
な
ど

か
ら
知
ら
れ
る
戦
園
秦
に
お
け
る
更
衝
は
、
鯨
に
よ
り
徴
設
さ
れ
、
時
内
の
諸
傍
役
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
秦
漢
代

に
継
承
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
律
読
に
言
う
所
は
そ
の
貼
で
、
更
俸
の
本
来
的
な
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
戦
園
秦
か
ら
漢
初
に
お
け
る
、
郡
と
径
役
と
の
関
わ
り
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。

こ
の
黙
に
闘
す
る
記
銭
は
乏
し
い
が
、
例
え
ば
戦
闘
秦
に
お
い
て
は
昭
裏
王
の
頃
の
窃
守
李
泳
に
よ
る
萄
郡
内
の
治
水
水
利
事
業
が
著
名
で



「
萄
守
泳
(
李
泳
)
、
離
碓
を
撃
ち
、
沫
水
の
害
を
焼
け
、
二
江
を
成
都
の
中
に
穿
つ
。
」
(
『
史
記
』
巻
二
九
河
渠
書
)
と
あ
る
。
文
中
、
沫

水
の
水
利
工
事
の
第
働
力
に
つ
い
て
は
『
華
陽
園
志
』
巻
三
萄
志
に
「
泳
、
ホ
ヤ
を
渡
し
て
潤
崖
を
撃
卒
し
、
水
道
を
逼
正
す
。
」
と
あ
る
。
叉
、

前
漢
で
は
文
一
帝
一
十
二
年
多
十
二
月
、
黄
河
の
堤
防
が
東
郡
で
決
壊
し
た
際
の
こ
と
を
述
べ
て
「
河
、
酸
藁
に
決
し
、
東
の
か
た
金
提
を
潰
る
。

是
に
於
い
て
東
郡
、
大
い
に
卒
を
興
し
て
之
れ
を
塞
ぐ
に
〈
『
史
記
』
巻
二
九
河
渠
書
)
な
ど
の
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
記
事
が
簡
略
で
、
卒
の

性
格
(
兵
士
〈
士
卒
〉
、
或
い
は
箔
役
の
卒
)
が
明
ら
か
で
な
い
が
、
李
泳
の
治
水
水
利
事
業
の
場
合
、
前
述
し
た
よ
う
に
嘗
時
、
更
径
徴
護
擢
は

鯨
に
属
し
て
お
り
、
叉
か
か
る
大
規
模
事
業
が
逼
常
の
更
揺
徴
震
に
よ
る
も
の
と
は
考
え
難
い
。
こ
れ
は
恐
ら
く
中
央
政
府
(
秦
王
〉
の
認
可
・

あ
り
、

命
令
の
下
に
兵
士
徴
設
、
或
い
は
鯨
を
超
え
る
範
圏
に
お
け
る
臨
時
の
中
央
的
径
役
徴
震
が
行
わ
れ
、
郡
守
は
中
央
的
得
役
の
、
地
方
に
お
け

る
工
事
責
任
者
の
位
置
に
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
叉
、
文
一
帝
期
の
黄
河
堤
防
工
事
も
、
武
一
帝
期
以
後
に
お
け
る
同
種
の
臨
時
的
大
規
模

(
H
H
)
 

工
事
が
概
ね
中
央
政
府
の
管
轄
事
業
と
し
て
貫
施
さ
れ
て
い
る
例
に
照
ら
せ
ば
、
東
郡
守
に
つ
い
て
も
李
泳
の
場
合
と
同
様
の
性
格
が
推
定
さ

こ
の
よ
う
に
嘗
時
、
郡
の
長
官
は
一
郡
内
の
更
径
徴
護
樺
自
鐙
を
掌
握
し
て
い
る
誇
で
は
な
く
、
中
央
的
能
役
の
、
地
方
に
お
け
る
責
任
者

- 19ー

れ
る
。

の
位
置
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
嘗
時
の
郡
の
、
中
央
の
出
先
機
関
と
し
て
の
性
格
が
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
封
し
、
前
漢
武
一
帝
期
に
至
る
と
、
郡
太
守
が
更
径
自
睦
の
徴
設
に
閲
興
す
る
例
が
み
え
て
く
る
。
次
に
例
を
翠
げ
て
み
よ
う
。

お

お

む

ね

み

な

『
盟
識
論
』
禁
耕
篇
の
文
皐
の
言
に
「
故
、
瞳
冶
の
虚
は
、
大
較
皆
山
川
に
依
り
、
鎮
山
択
に
近
く
、
其
勢
い
威
遠
く
し
て
作
、
劇
し
。
郡
中

(

地

〉

か

り

の
卒
の
践
更
す
る
者
(
郡
中
卒
践
更
者
)
は
、
多
く
勘
え
ず
し
て
、
責
て
庸
を
取
り
て
代
わ
ら
し
む
。
」
と
あ
り
、
同
じ
く
水
早
篇
に
賢
良
の
言

と
し
て
「
卒
徒
の
作
、
程
に
中
ら
ざ
れ
ば
、
時
に
命
じ
て
之
れ
を
助
け
し
む
。
設
徴
限
り
無
く
、
更
蘇
以
て
均
し
く
劇
し
。
故
に
百
姓
之
れ
に

疾
苦
す
。
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
武
一
帝一
期
の
盤
銭
専
買
制
施
行
に
伴
い
、
銭
官
管
理
下
で
の
諸
傍
役
に
郡
中
の
更
卒
が
動
員
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

叉
、
以
前
に
比
べ
更
揺
の
賞
役
徴
震
が
頻
繁
に
な
り
、
就
役
地
が
僻
遠
の
地
域
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
努
役
内
容
も
苛
酷
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

449 

民
の
聞
に
こ
れ
を
忌
避
す
る
傾
向
が
進
ん
だ
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
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こ
こ
で
ま
ず
次
の
二
貼
を
指
摘
し
た
い
。
第
一
は
「
郡
中
卒
践
更
者
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
武
帝
期
に
お
い
て
、
更
俸
の
徴
設
に
郡
が
開
興

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い
う
貼
。
第
二
に
こ
れ
と
関
連
し
て
、
更
卒
の
就
役
す
べ
き
者
が
代
役
人
を
た
て
る
(
雇
人
代
役
)
、

或
い
は
克
役
銭
ハ
更
賦
・
過
更
銭
)
を
納
め
て
貫
役
徴
震
を
克
れ
る
傾
向
が
進
ん
だ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
即
ち
官
の
側
か
ら
い
え
ば
、
貫
役
徴

援
を
主
と
す
る
あ
り
方
か
ら
、
雇
傭
に
よ
る
州
労
働
力
調
達
を
主
と
す
る
あ
り
方
へ
と
大
き
く
碍
換
し
て
ゆ
く
劃
期
が
、
武
一
帝
期
頃
に
求
め
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
貼
で
あ
る
。

第
一
の
賭
か
ら
今
少
し
詳
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
。
武
一
帝
の
元
狩
四
年
以
後
の
専
買
制
下
に
お
い
て
、
鍛
官
は
識
を
産
す
る
郡
に

一
箇
所
或

い
は
数
箇
所
設
置
さ
れ
(
『
漢
書
』
巻
二
八
地
理
志
)
、
中
央
の
大
農
令
(
大
司
農
)
に
直
属
し
、
銭
を
産
し
な
い
郡
に
は
小
銭
官
が
置
か
れ
、
在
所

の
将
に
所
属
し
た
(
『
史
記
』
巻
三

O
卒
準
書
)
。

か
か
る
銭
官
管
理
下
で
の
採
掘
、
祭
造
等
の
諸
傍
役
に
更
径
が
充
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、

(
必
)

「
郡
中
卒
践
更
者
」
と
表
現
さ
れ
る
の
は
、
郡
を
車
位
と
し
て
更
卒
が
徴
護
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
更
径
徴
護
権
は

従
来
の
鯨
か
ら
、
武
一
帝
期
頃
を
劃
期
と
し
て
郡
(
園
)
に
移
り
、
問
問
は
そ
の
下
で
の
質
務
執
行
機
開
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

- 20ー

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
更
径
を
め
ぐ
る
郡
と
照
の
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
、
時
期
は
下
る
が
後
漢
、
桓
帝
期
の
南
陽
郡
府
と
郡
治
で
あ

(
M
W
〉

る
宛
鯨
の
公
文
書
を
刻
し
た
張
景
造
土
牛
碑
(
一
九
五
八
年
、
河
南
省
南
陽
市
出
土
〉
を
み
て
み
た
い
。
女
に
そ
の
前
半
部
分
を
摩
げ
よ
う
。

1 

|商

国
宛
。

男
子
張
景
記
言
。
府
南
門
外
、
動
由
民
土
牛

2 

(
七
?
)

調
設
十
四
郷
正
、
相
賦
数
作
治
、
弁
土
人
翠
来
二
盾
屋
、
功
費
六
十

3 

十
高
。
重
努
人
功
、
吏
正
患
苦
。
願
以
家
銭
義
作
土
牛
上
瓦
屋
欄
楯

4 

什
物
。
歳
歳
作
治
、
乞
不
矯
鯨
吏
列
長
伍
長
徴
護
小
説
。
審
如
景
言
。

6 

府
君
数
。

施
行
、
復
除
侍
後
子
孫
、
明
検
匠
所
作
、
務
令
巌
。
事
畢
成
言
。
命
日
廿
固

大
守
丞
印
。
延
烹
二
年
八
月
十
七
日
甲
申
起

5 
以
下
、
宛
令
の
右
丞
が
鯨
内
の
措
嘗
部
局
に
こ
の
貫
施
を
命
じ
た
文
書
等
が
績
い
て
い
る
。
文
中
、
勤
農
の
土
牛
と
は
、
毎
年
立
春
の
日
に



土
牛
・
耕
人
な
ど
を
郡
勝
の
城
門
外
に
置
い
て
、
民
に
勧
農
の
意
を
一
示
す
農
耕
儀
膿
で
、
雨
漢
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
文
の
内
容

は
宛
蘇
の
張
景
と
い
う
人
物
が
郡
府
に
申
し
出
た
内
容
の
慮
理
を
め
ぐ
る
も
の
で
、
府
の
南
門
外
(
郡
府
の
置
か
れ
た
宛
豚
城
の
南
門
外
)
に
置
か

(

幻

〉

れ
る
動
農
の
土
牛
等
の
製
作
に
あ
た
っ
て
、
従
来
鯨
内
の
十
四
郷
の
郷
正
(
郷
吏
と
里
正
〉
を
遁
じ
て
賦
敢
(
銭
の
臨
時
徴
収
)
・
作
治
し
て
い
た

が
、
そ
の
製
作
費
用
が

E
額
で
あ
り
、
人
々
の
労
役
負
携
も
重
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
郷
吏
・
里
正
は
苦
し
い
立
場
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
張

(

必

)

鯨
吏
・
列
長
(
市
の
列
擦
の
長

γ
伍
長
を
通
じ
て
賦

景
は
家
銭
に
よ
り
土
牛
等
を
義
作
す
る
こ
と
と
し
、
毎
年
の
作
治
に
あ
た
っ
て
は
今
後
、

課
さ
れ
て
い
た
小
訴
を
徴
護
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
郡
府
に
願
い
出
た
の
で
、
郡
府
で
は
こ
れ
を
認
可
し
、
張
景
に
劃
し
子
孫
に
至
る
ま
で

の
復
除
の
特
権
を
輿
え
る
と
共
に
、
申
し
出
内
容
の
巌
格
な
賞
施
に
つ
い
て
の
チ
ェ
ッ
ク
を
宛
豚
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
文
に
よ
れ
ば
、
従
来
、
土
牛
等
の
製
作
は
宛
牒
の
責
任
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
が
、

そ
の
傍
役
に
は
「
小
笹
」
が
充
て
ら
れ
て
い
た

ら
し
い
。
こ
の
「
小
径
」
の
語
は
他
に
、
曹
貌
の
責
初
年
聞
に
京
兆
太
守
と
な
っ
た
顔
斐
に
つ
い
て
「
叉
起
文
皐
、
聴
吏
民
欲
誼
書
者
、
復
其

小
繕
」

(
『
貌
志
』
巻
一
六
倉
慈
傍
注
引
『
貌
略
』
)
と
あ
る
例
が
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
山
田
勝
芳
氏
は
、
前
掲
『
堕
織
論
』
来
通
篇
に

(

必

)

「
古
者
十
五
入
大
摩
、

輿
小
役
」
と
あ
る
「
小
役
」
と
同
義
で
更
役
(
更
径
)
の
意
と
解
し
て
い
る
が、

従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

顔
斐
の
記
事

- 21ー

は
郡
園
皐
の
弟
子
に
劉
し
更
篠
兎
除
を
行
っ
た
漢
代
以
来
の
俸
統
を
縫
承
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
・
次
に
、
文
の
四
行
自
に
列
長
が
小
揺
徴
護

に
関
係
し
て
い
る
の
は
、
徴
護
劃
象
が
市
の
手
工
業
者
に
及
ん
で
い
た
た
め
で
、

五
行
目
に
み
え
る
匠
(
工
匠
〉
が
そ
れ
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。

匠
は
土
牛
等
の
製
作
の
技
術
的
指
導
者
と
し
て
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
傍
役
は
従
来
の
、

の
寅
役
徴
震
と
い
う
形
態
か
ら
、
今
後
は
張
景
の
家
銭
に
よ
る
雇
傭
労
働
へ
と
切
り
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
推
定
さ
れ
る
。

一
般
民
・
工
匠
を
含
め
た
更
笹

こ
の
文
で
ま
ず
注
意
す
べ
き
は
、

小
篠
(
更
筏
)
に
閲
す
る
申
請
が
ま
ず
郡
府
に
劃
し
て
な
さ
れ
、

そ
こ
で
の
決
定
が
鯨
に
下
達
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
更
俸
は
鯨
を
基
礎
車
位
と
し
て
徴
鼓
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
徴
護
権
自
瞳
は
上
級
機
関
で
あ
る
郡
(
園
〉
に
掌
握

さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
豚
は
そ
の
下
部
執
行
機
関
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
う
し
た
郡
圏
に
よ
る
更
揺
徴
護
擢
の
掌
握
が
確
認
さ
れ
る
の
が
、
前
述
の
よ
う
に
前
漢
武
一
帝
期
な
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
一
方
で
そ
の
後
、
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(

印

)

宣
一帝

・
元
一
帝
期
か
ら
後
漢
に
か
け
て
、
郡
園
守
相
を
主
健
と
す
る
郡
圏
内
の
国
土
開
設
、
水
利
事
業
な
ど
を
含
め
た
勘
農
政
策
が
展
開
さ
れ
る

前
提
を
準
備
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
先
に
穆
げ
た
第
二
貼
、
即
ち
雇
人
代
役
、
或
い
は
菟
役
銭
徴
牧
の
進
展
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
前
述
し
た
よ
う
な
、
郡
園
を
寧
位

と
す
る
贋
域
的
な
更
倦
徴
設
擢
の
成
立
は

一
方
で
前
掲

『盟
鍛
論
』
の
記
事
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
民
が
就
役
を
忌
避
す
る
動
き
を
生
み
、

他
方
、
官
は
兎
役
銭
徴
牧
に
よ
り
自
由
に
必
要
人
員
を
雇
傭
す
る
傾
向
を
強
め
た
と
推
定
さ
れ
る
。
更
絡
は
官
に
徴
護
の
必
要
が
な
い
場
合
も

あ
り
得
る
か
ら
、
兎
役
銭
に
あ
た
る
も
の
は
制
度
護
足
の
嘗
-初
か
ら
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
菟
役
銭
(
更
賦
・
過
更
銭
)
徴
牧
が
大
き
く
進
展

す
る
の
は
武
一
帝
期
以
後
と
考
え
ら
れ
る
。
「
更
賦
」
の
語
の
史
料
上
の
初
見
は
武
一
帝
浸
後
、
昭
一
帝
期
の
コ
ニ
年
以
前
の
遁
更
賦
の
未
だ
入
ら
ざ

ハ『漢
書
』

径
七
昭
一帝
紀
、
元
鳳
四
年
正
月
燦
)
と
あ
る
詔
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
こ
う
し
た
欣
況
の

進
展
iJ'、
推
定
さ皆
れ(牧
る51む
。)る

勿
iJ' 
ら
し
む
しー

る
も
の
は
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前
漢
後
期
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
成
一帝
期
の
丞
相
程
方
進
が
、
財
政
不
足
に
陥
っ
た
際
に
各
種
賦
税
の
培
牧
を
奏
請
し
た
中
に
「
過
更
」
銭

の
徴
牧
が
入
っ
て
お
り
(
『
漢
書
』
を
八
四
忽
方
進
傍
)
、
叉
、
京
一
一
帝
期
に
飽
宣
が
上
書
し
て
、
民
の
「
七
亡
」
を
列
翠
す
る
中
で
「
豚
官
、
重
く

。
。
(
臼
)

更
賦
租
税
を
責
む
、
二
の
亡
な
り
」
(
司漢
書』

巻
七
二
鮒
宣
体
)
を
翠
げ
る
。
さ
ら
に
王
葬
の
新
で
は
始
建
園
元
年
四
月
の
令
に
、
漢
の
制
を
批

。
。
(
臼
)

剣
し
て
「
常
に
更
賦
有
り
て
、
罷
躍
も
威
出
す
」

(
『
漢
書
』
巻
九
九
中
王
芥
俸
)
と
い
う
。

(
U
A
)
 

次
第
に
一
般
化
す
る
と
共
に
、
中
央
政
府
の
財
源
と
し
て
の
重
要
性
を
増
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
後
漢
に
お
け
る
径
役
の
兎
除
例
を
み
る
と
、
光
武
一
帝
期
に
は
「
詔
し
て
済
陽
(
豚
)
の
二
年
の
倦
役
を
復
す
」

」
れ
ら
は
前
漢
後
期
以
降
、
更
賦

・
過
更
銭
徴
牧
が

(
『
後
漢
書
』
巻
一
上

光
武
一
一
帝
紀
、
建
武
五
年
傑
)
な
ど
一
般
に
「
傍
役
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、

」
れ
は
貫
役
徴
設
の
本
来
的
あ
り
方
に
復
闘
し
よ
う
と
す
る
光
武

一
帝
の
意
志
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
次
の
明
一帝
以
後
に
な
る
と

「
傍
役
」
の
例
も
な
い
詳
で
は
な
い
が

一
般
的
に
は
「
更
賦
」

「過
更
」

「
更
」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
兎
役
銭
の
徴
牧
が

一
般
化
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
中
で
、
前
述
し
た
前
漠
後
期
以
降
の
、
郡
園
守
相
を
主
瞳
と
す
る
郡
圏
内
の
田
土
開
護
等
の
土
木
事
業
に
あ
た
っ
て
も
、
次
第
に



雇
傭
第
働
力
に
よ
る
場
合
が
多
く
な
っ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
後
漢
初
の
建
武
年
聞
に
汝
南
太
守
と
な
っ
た
都
農

が
、
許
楊
を
都
水
擦
に
任
じ
て
郡
内
の
鴻
街
肢
を
修
復
し
よ
う
と
し
た
時
、

「
初
め
、
豪
右
大
姓
、
肢
役
に
因
縁
し
て
、
競
い
て
在
所
を
事
較

せ
ん
と
欲
す
」
(
『
後
漢
書
』
列
俸
七
二
上
許
楊
俸
)
と
あ
る
。

こ
こ
で
豪
右
大
姓
が
肢
役
に
因
縁
し
て
土
地
の
濁
占
を
は
か
つ
て
い
る
の
は
、

(
回
〉

並
隆
司
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
嘗
時
、
雇
傭
州
労
働
力
を
編
成
す
る
上
で
、
彼
ら
が
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
雇

傭
に
よ
る
献
労
働
力
編
成
は
、
前
漢
中
期
以
降
の
階
層
分
化
の
横
大
に
伴
い
、
贋
汎
に
存
在
し
た
貧
民
屠
に
就
業
の
機
舎
を
興
え
る
と
い
う
一
意
味

で
も
、
嘗
時
の
朕
況
に
適
合
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

好

同

更

俸

の

性

格

漬
口
一
説
で
は
、
更
卒
義
務
(
更
箔
)
は
唐
代
の
雑
然
聞
に
比
す
べ
き
地
方
的
径
役
と
解
さ
れ
て
い
た
。

次
に
こ
の
更
俸
の
性
格
に
つ
い
て

上
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述
の
検
討
結
果
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
私
見
を
提
示
し
て
み
た
い
。

更
径
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
本
来
は
豚
、
後
に
は
郡
鯨
に
よ
り
徴
設
さ
れ
、
鯨
内
・
郡
鯨
内
の
諸
勢
役
に
充
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

意
味
で
地
方
的
笹
役
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
更
絡
に
は
他
の
、
異
な
る
側
面
も
あ
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
戟
園
秦
で
は
、
秦
簡
の
揺
律
、
青
川
鯨
出
土
の
田
律
な
ど
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
更
卒
に
よ
る
豚
内
の
定
期
的
傍
役
に
つ
レ
て
は
、
そ

の
傍
役
内
容
・
時
期
が
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
叉
、

工
事
に
要
す
る
日
数
な
ど
に
つ
い
て
上
組
機
闘
に
よ
る
巌
格
な
監
察
が
行
わ
れ

て
い
た
。
そ
れ
故
、
鯨
の
長
官
の
自
由
裁
量
に
よ
る
使
役
の
絵
地
は
甚
だ
限
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
鯨
が
臨
時
の
大
規
模
揺

役
(
更
衝
の
繁
役
と
し
て
の
「
大
徳
役
」
〉
を
徴
設
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、

上
級
機
関
へ
の
上
申
と
認
可
を
要
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
統
制

は
一
層
、
強
い
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
傍
役
内
容
に
お
い
て
は
、
秦
筒
、
径
律
に
、
懸
が
中
央
官
府
に
直
属
す
る
禁
苑
・
公
馬
牛
苑
に
削
到
し
、
徒
(
更
卒
〉
を
徴
援
し
て
堕
壕
・
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橋
垣
等
の
造
成
・
補
繕
に
あ
た
る
規
定
が
あ
っ
た
。
叉
、
漢
代
で
は
前
述
の
よ
う
に
、
武
一
帝
期
以
後
の
専
貰
制
下
に
お
け
る
鯨
官
管
理
下
で
の
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諸
努
役
に
更
卒
が
贋
範
に
動
員
さ
れ
た
が

」
の
牧
盆
は
勿
論
、

大
農
令
(
大
司
農
)
に
開
属
し
て
園
家
財
政
の
重
要
な
財
源
を
構
成
す
る
諜

で
あ
る
。
そ
れ
故
、

こ
う
し
た
更
径
は
中
央
政
府
の
た
め
の
中
央
的
径
役
と
し
て
の
側
面
を
も
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
側
面
は
同
じ
く
武
帝
期
の
、
郡
園
を
単
位
と
す
る
臨
時
の
大
規
模
絡
役
の
諸
例
に
お

い
て
も
強
く
現
れ
て
い

る
。
例
え
ば
河
東
郡

太
守
番
係
の
上
言
を
武
一
帝
が
裁
可
し
、
卒
、
数
高
人
を
徴
渡
し
て
造
成
工
事
が
行
わ
れ
た
河
東
の
渠
回
の
例
(
『
史
記
』
各
二
九
河
渠
書
)
、
叉
、
張

(
日
)

印
を
漢
中
太
守
に
任
じ
、
数
高
人
を
徴
渡
し
て
褒
斜
遁
を
作
ら
し
め
た
例
(
同
右
、
河
渠
書
〉
な
ど
は
い
ず
れ
も
郡
太
守
を
工
事
責
任
者
と
し
、

郡
内
の
卒
を
徴
麗
し
て
行
わ
れ
て
い
る
が

こ
の
激
高
人
に
及
ぶ
卒
の
徴
護
は
嘗
時
、
郡
太
守
に
徴
護
権
が
握
ら
れ
て
い
た
郡
内
で
の
更
循
の

饗
役
(
郡
単
位
で
の
「
大
徳
役
」
)
に
よ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
臨
時
の
大
規
模
径
役
は
、
天
子
の
裁
可
・
詔
を
通
じ
て
震
動
さ
れ
、

内
容
的
に
は
い
ず
れ
も
中
央
政
府
の
財
政
的
需
要
を
み
た
す
た
め
の
中
央
的
絡
役
と
し
て
の
性
格
を
強
く
持
つ
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
に
よ
り
、
更
径
は
元
来
、
軍
な
る
地
方
的
絡
役
で
は
な
く
、
同
時
に
中
央
政
府
の
た
め
の
中
央
的
径
役
と
し
て
の
性
格
を
も
併
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せ
持
つ
も
の
で
あ
り
、
こ
の

二
つ
の
性
格
が
未
分
化
な
献
態
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
前
述
し
た
よ
う
に
、
前
漢
後
期
以
降
、
更
衝
の
質
役
徴
震
に
代
わ
る
、
菟
役
銭
徴
牧
が
次
第
に
一
般
化
し
て
く
る
。
こ
の
兎
役
銭
は

(
釘
)

地
方
官
府
に
お
け
る
雇
傭
の
財
源
と
な
る
他
、
中
央
政
府
の
重
要
な
財
源
と
し
て
の
位
置
を
高
め
て
ゆ
く
傾
向
に
あ
り
、
そ
れ
は
後
漢
代
に
お

(
切
〉

い
て
さ
ら
に
進
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
更
径
の
中
央
的
径
役
と
し
て
の
側
面
を
強
め
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

中
央
的
揺
役
と
雑
役
に
つ
い
て

付

中

央

的

径

役



中
央
的
揺
役
は
中
央
諸
官
府
に
よ
っ
て
管
轄
さ
れ
る
臨
時
的
揺
役
で
あ
る
。
漬
口
氏
は
漢
代
の
持
作
大
匠
の
管
轄
す
る
宮
室
・
陵
園
等
の
土

木
工
事
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
加
え
、
そ
の
献
労
働
力
は
刑
徒
を
主
と
し
、
大
工
事
の
場
合
、
更
に
一
般
庶
民
の
徴
護
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
指

(
回
)

摘
し
た
。
そ
こ
で
次
に
、
時
作
大
匠
管
轄
下
の
工
事
例
も
含
め
て
、
中
央
的
得
役
の
特
徴
や
そ
の
嬰
化
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

急
に
盆
々
訴
を
渡
し
て
阿
房
宮
を
治
め
:
:
:
」

例
え
ば
秦
代
で
は

超
高
の
李
斯
に
劃
す
る
言
に
「
今
、
上
(
二
世
皇
帝
)
、

(
『
史
記
』
巻
八

七
李
斯
列
俸
〉
と
あ
り
、
漢
代
に
入
る
と
恵
一
帝
期
の
長
安
城
の
築
造
に
つ
い
て

三
年
、
春
、
長
安
の
六
百
里
内
の
男
女
十
四
高
六
千
人
を
裂
し
て
長
安
に
城
く
、
三
十
日
に
し
て
罷
む
。

と
あ
り
、
同
じ
く
恵
一
帝
の
五
年
、
春
正
月
に
も
ほ
ぼ
同
内
容
の
徴
護
が
行
わ
れ
て
い
る
(
同
右
〉
。
こ
の
記
事
か
ら
窺
わ
れ
る
の
は
、
ま
ず
、

(
印
)

う
し
た
臨
時
の
中
央
的
径
役
は
本
来
、
正
月
な
ど
農
閑
期
に
徴
護
す
べ
き
こ
と
が
建
前
と
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
で
あ
り
、
次
に
、
女
子

も
徴
護
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
更
俸
と
は
異
な
る
徴
護
方
式
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

(
『
漢
書
』
省
二
事
帝
紀
)

ヤ

」

こ
の
後
者
の
黙
で
共
通
す
る
も
の
と
し
て
、
他
に
軍
事
に
伴
う
軍
糧
等
の
轄
職
の
径
役
を
事
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
幾
っ
か
例
を
翠
げ
て
み
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ょ
う
。
前
漢
武
一
帝
一
期
の
巌
安
の
上
書
に
、
秦
始
皇
の
時
の
胡
・
越
と
の
戦
い
を
述
べ
て

兵
を
無
用
の
地
に
宿
め
、
進
み
て
退
く
を
得
ず
。
行
な
う
こ
と
十
徐
年
、

ず
:
:
:
c
(
『
漢
書
』
巻
六
四
下
巌
安
俸
)

丁
男
は
甲
を
被
り
、
丁
女
は
轄
職
し
、
苦
し
み
て
生
を
柳
ん
ぜ

と
あ
る
の
を
は
じ
め
、
秦
滅
亡
後
の
楚
漢
抗
争
期
に
は
「
丁
社
苦
軍
放
、
老
弱
罷
時
前
。
」
(
『
漢
書
』
巻
一
上
高
一
帝
紀
、
四
年
十
月
篠
)
と
あ
り
、

武
一
帝
期
に
は
聞
越
遠
征
を
は
か
る
一
帝
一
に
封
し
、
准
南
王
安
が
上
書
し
て
遠
征
の
不
利
を
説
く
中
で
「
丁
社
従
軍
、
老
弱
轄
錦
、
居
者
無
食
、
行

者
無
糧
。
」
(
『
漢
書
』
巻
六
四
上
巌
助
惇
)
と
し
て
反
射
し
て
い
る
。
叉
、
後
漢
で
も
和
一
帝
期
に
何
敵
が
、
西
売
と
の
戦
凱
下
に
あ
る
涼
州
の
朕
況

を
述
べ
て
「
涼
州
縁
港
、
家
被
凶
害
、
男
子
疲
於
戦
陳
、
妻
女
務
於
轄
運
」
(
『
後
漢
書
』
列
豊
三
二
何
倣
俸
)
と
あ
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
戦
時
に
お
け
る
、
臨
時
徴
震
を
含
め
た
兵
士
動
員
と
共
に
、
そ
れ
に
伴
っ
て
徴
瑳
さ
れ
る
臨
時
的
揺
役
で
あ
る
が
、
こ
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う
し
た
径
役
に
お
い
て
は
老
弱
(
老
者
と
未
成
年
者
)
や
女
子
(
丁
女
)
を
も
含
め
て
徴
護
劃
象
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
盟
鎖
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論
』
未
通
篇
に
、
文
皐
が
御
史
の
言
に
反
論
す
る
中
で

今
、
五
十
日
上
、
六
十
に
至
る
ま
で
、
子
孫
と
興
に
税
聡
に
服
し
、
並
び
に
蘇
役
を
給
す
る
は
、
養
老
の
一
意
に
非
ざ
る
な
り
。

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
来
の
更
径
義
務

(
五
十
六
歳
ま
で
〉
を
終
了
し
た
、
六
十
歳
に
至
る
ま
で
の
老
者
が
、
前
述
し
た
よ
う
な
執
聡
等

の
径
役
に
徴
註
さ
れ
て
い
る
嘗
時
の
紋
況
を
批
判
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
に
同
じ
く
中
央
政
府
の
管
轄
下
に
行
わ
れ
た
大
規
模
黄
河
治
水
工
事
の
例
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
こ
の
工
事
の
擢
嘗
者

・
第
働
力
の
性

(
臼
)

格
等
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
諸
研
究
に
よ
り
解
明
が
進
ん
で
い
る
が
、
今
、
州
労
働
力
の
性
格
が
窺
わ
れ
る
記
事
と
し
て
、
成
一帝
期
の
河
卒
三
年

に
お
け
る
黄
河
治
水
工
事
の
例
を
奉
げ
て
み
よ
う
。
こ
の
年
、
黄
河
が
卒
原
郡
で
決
壊
し
、
済
南
・
千
乗
郡
に
流
入
し
た
た
め
、
中
央
か
ら
光

旅
大
夫
の
王
延
世
、
丞
相
史
の
楊
鷲
ら
を
波
遣
し
、
治
水
工
事
を
携
嘗
さ
せ
た
が
、
六
箇
月
で
工
事
が
完
成
し
た
後、

斤
を
賜
う
。
治
河
の
卒
の
卒
賀
を
受
く
る
に
非
ざ
る
者
は
、
信
用
に
外
訴
六
月
と
著
わ
す
。
」
(
『
漢
書
』
各
二
九
滞
日制
志
〉
と
レ
う
庭
置
が
と
ら
れ

た
。
こ
こ
で
は
治
河
の
卒
が

ω卒
買
(
公
定
賃
金
)
を
受
取
る
雇
傭
州
労
働
者
と
、

ω外
部
師
六
箇
月
の
就
役
に
代
替
す
る
措
置
が
と
ら
れ
た
者
、

の
二
つ
の
部
分
か
ら
成
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち

ωの
部
分
は
、
本
来
外
都
(
成
逃
)
義
務
を
持
つ
兵
士
が
徴
護
さ
れ
た
も
の

「
復
た
延
世
に
黄
金
百
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で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

ωは、

ωと
匡
別
さ
れ
、

E
つ
雇
傭
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
兵
役
義
務
を
持
つ
兵
士
で
は
な
く
、
か

つ
て
は
中
央
的
径
役
と
し
て
徴
註
さ
れ
た
民
の
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
が
首
時
の
雇
傭
制
の
進
展
に
よ
り
、
雇
傭
M
労
働
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
中
央
的
復
役
の
雇
傭
州
労
働
化
は
同
じ
く
成
一
帝
期
の
昌
陵
管
作
に
お
い
て
も
み
ら
れ
、
そ
の
献
労
働
力
に
つ
い
て
「
昌
陵
は
卑
き
に
因
り
て

高
き
を
錆
し
、
土
を
積
み
て
山
と
渇
し
:
:
:
卒
徒
工
庸
、

釦市
内
を
以
て
数
え
:
:
:
」
(
『
漢
書
』
谷
七
O
陳
湯
停
)
と
あ
る
。

」
こ
で
「
卒
」
は
径

役
徴
裂
を
う
け
た
者
で
あ
り
、

「
庸
」
は
卒
買
を
支
給
さ
れ
る
雇
傭
務
働
者
で
あ
ろ
う
。
な
お

こ
こ
で
務
働
の
針
債
を
受
け
る
「
庸
」
が
存
在

す
る
こ
と
は
、
他
方
、

「
卒
」
な
ど
も
そ
れ
に
相
嘗
す
る
、
税
役
の
兎
除
措
置
を
受
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
。
即
ち
先
に
奉

げ
た
黄
河
治
水
工
事
等
を
も
含
め
、
臨
時
の
中
央
的
揺
役
徴
瑳
に
あ
た
っ
て
は

民
の
基
本
的
税
役
負
捨
の
一
部
(
或
い
は
全
部
)
が
兎
除
さ

れ
る
と
い
う
の
が
本
来
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
っ
と
も
前
述
し
た
よ
う
に
中
央
的
径
役
徴
設
に
お
レ
て
は
、

そ
の
賦
課



制
到
象
は
成
年
男
子
の
み
で
な
く
、
必
要
に
麿
じ
て
老
弱
・
婦
女
子
に
及
ぶ
場
合
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
う
し
た
場
合
に
お
い
て
い
か
な
る

代
償
措
置
が
と
ら
れ
た
か
明
ら
か
で
な
い
。

t二)

事を

役

必
要
に
雇
じ
臨
時
に
徴
裂
さ
れ
、
鯨
内
・
郡
鯨
内
の
諸
傍
役
に
従
事

す
る
も
の
で
あ
り
、
主
と
し
て
定
期
的
な
労
役
内
容
に
充
て
ら
れ
る
更
絡
を
補
完
す
る
意
味
を
持
つ
揺
役
で
あ
っ
た
。
秦
筒
、
徳
律
で
は
、
勝

雑
役
は
本
来
、
牒
(
後
に
は
更
径
と
同
様
、
郡
豚
)
の
長
官
に
よ
っ
て

内
の
私
的
多
役
と
み
ら
れ
る
努
役
内
容
に
充
て
ら
れ
た
例
が
み
え
、
徴
護
方
式
も
更
揺
と
異
な
っ
て
い
た
が
、
次
に
漢
代
の
例
を
事
げ
て
み
よ

う
漢
代
に
お
い
て
雑
役
が
充
て
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
努
役
に
、
地
方
の
長
吏
の
迭
迎
に
伴
う
臨
時
の
揺
役
が
あ
る
。
例
え
ば
武
一
帝
期
に
朱
買
臣

が
禽
稽
太
守
と
し
て
赴
任
し
た
際

禽
稽
、
太
守
且
に
至
ら
ん
と
す
と
聞
き
て
、
民
を
設
し
て
道
を
除
い
、
鯨
吏
並
び
に
迭
迎
し
、
車
は
百
蝕
乗
。
臭
(
郡
治
の
奥
豚
〉
の
界

に
入
り
、
其
故
妻
・
妻
夫
の
道
を
治
む
る
を
見
る
。
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(
『
漢
書
』
単
位
六
四
上
朱
買
臣
俸
)

と
あ
る
。
こ
の
新
任
太
守
を
迎
え
る
際
の
道
路
整
備
の
傍
役
に
女
子
も
動
員
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
更
揺
と
は
異
な
る
徴
護
方
式
に
よ
る

揺
役
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
叉
、
後
漢
末
、
霊
一
帝
期
の
陸
康
に
つ
い
て

(
陸
康
)
高
成
(
勃
海
郡
高
成
豚
)
の
令
に
除
せ
ら
る
。
鯨
は
漫
霊
に
在
り
:
:
:
、
長
吏
新
た
に
到
る
と
き
は
、
輔
ち
民
を
愛
し
て
城
郭
を

繕
修
せ
し
む
。
康
至
り
て
、
皆
罷
め
遣
る
、
百
姓
大
い
に
悦
ぶ
。

(
『
後
漢
書
』
列
俸
一
一
一
隆
康
俸
〉

と
あ
る
。
さ
ら
に
、
や
や
特
殊
な
例
で
あ
る
が
、
後
漢
初
の
光
武
一
帝
期
に
衛
塊
が
桂
陽
太
守
と
な
っ
た
時
の
肢
況
に
つ
い
て

(
含
涯
な
ど
三
鯨
は
)
郡
を
去
る
こ
と
遠
き
も
の
は
、
或
は
且
に
千
里
な
ら
ん
と
す
。
吏
事
の
往
来
に
は
、
輔
ち
民
を
渡
し
て
船
に
乗
ら

457 

し
め
、
名
づ
け
て
停
役
と
日
ぅ
。

一
吏
の
出
る
毎
に
、
倍
、
数
家
に
及
び
、

百
姓
之
れ
に
苦
し
む
。

ハ
『
後
漢
書
』
列
俸
六
六
衛
幅
四
億
〉
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と
あ
る
。
こ
の
三
牒
は
武
一
帝
期
に
内
属
し
、

そ
の
後
も
通
常
の
租
賦
負
措
が
菟
除
さ
れ
て
い
た
特
別
地
域
で
あ
る
が
、
こ
の
「
停
役
」
も
郡
豚

に
よ
っ
て
賦
課
さ
れ
る
臨
時
の
雑
役
の
一

種
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
雑
役
は
道
路

・
城
郭
の
臨
時
の
修
繕
、
官
吏
の
往
来
に
伴
う
傍
役
な
ど
、
雑
多
な
内
容
の
臨
時
的
な
諸
努
役
に
充
て
ら
れ
た
と

み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
更
径
の
枠
外
に
か
か
る
径
役
形
態
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
徴
護
権
を
握
る
地
方
官
の
運
用
次
第
で
は
、
怒
一意
的
性
格

の
も
の
と
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宣
帯
の
詔
に
、
吏
が
「
或
い
は
撞
に
綜
役
を
輿
し
、

厨
俸
を
飾
り
、
過
る
使
客
に
稿
い
、

職
を
越
え
法
を
険
え
、
以
て
名
器
を
取
る
は
(
中
略
〉
量
に
殆
か
ら
ず
や
。」
(『
漢
書』

各
八
宣
一一帝
紀
、
元
康
二
年
五
月
候
)
と
あ
り
、

「
鯨
官
重
責
更
賦
租
税
、
と
巨
別
し
て
「
苛
吏
鉱
役
し
て
、

叉
、
飽
宣
が

京
一
帝
へ
の
上
書
で
、

前
掲
の

二
亡
也
。」

農
桑
の
時
を
失
わ
し
む
、

五
の
亡
な

り
。」
(
『漢
書
』
巻
七
二
飽
宣
体
)
を
嗣
挙
げ
て
い
る
の
は

こ
う
し
た
地
方
官
に
よ
る
怒
一意
的
な
雑
役
徴
震
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い

台、

な
お
、
こ
の
飽
宣
俸
の
文
や
、

遡
つ
て
は
秦
筒
、

震
吏
之
道
に
も
「
事
を
興
す
に
時
な
ら
ず
」

(
七
二

O
筒
、
二
八
六
頁
)
の
語
が
み
え
て
い
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る
こ
と
か
ら
、
雑
役
も
中
央
的
径
役
と
同
様
、
原
則
と
し
て
農
閑
期
に
徴
設
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

以
上
、
各
種
の
絡
役
形
態
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
最
後
に
、
後
漢
末
期
に
お
け
る
径
役
を
め
ぐ
る
紋
況
を
み
て
お
き
た
い
。
最
近
出

(
位
)

土
し
た
甘
谷
漢
簡
(
一
九
七
一
年
、
甘
粛
省
甘
谷
市
麻
出
土
〉
は
後
漢
末
、

る。

こ
の
第
五
聞
に
、

成
都
に
居
住
す
る
漢
の
宗
室
で
復
除
の
特
権
を
も
っ
劉
悶一
、

桓
一
帝
の
延
烹

二
年
に
州
郡
に
班
布
さ
れ
た
詔
書
を
そ
の
内
容
と
し
て
い

(
闘
?
)

劉
震
が
方
口

2
一
小
正
府
?
〉
に
至
り
、
そ
の
特
権
の
侵
害

を
訴
え
る
中
で
、
郷
鯨
の
吏
が
本
来
税
役
兎
除
で
あ
る
彼
ら
か
ら
「
更
(
更
賦
)
算
(
算
賦
)
道
橋
銭
」
を
徴
牧
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い

(
臼
)

る
。
こ
こ
で

「
更
」
(
更
賦
)
と
巨
別
さ
れ
た
「
道
橋
銭
」
と
は
道
路
橋
梁
の
修
繕

・
建
造
の
労
役
の
菟
役
銭
と
解
し
て
よ
い

で
あ
ろ
う。

叉、

こ
の
後
に
「
役
使
し
て
土
業
に
安
ん
ず
る
を
得
ざ
ら
し
め
、

口
於
口
一因
。
」
の
文
が
績
き、

」
れ
は
一

般
民
の
役
使
に
閲
す
る
内
容
と
み
ら
れ

る
の
で
、
宗
室
な
ど
は
現
役
銭
を
納
入
し
、

一
般
民
は
役
便
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ

こ
こ
か
ら
窺
わ
れ
る
の
は

本
来
、
更
絡
、
或
い
は
更
賦
を
財
源
と
す
る
雇
傭
務
働
に
よ
り
行
わ
れ
る
べ
き
道
橋
の
修
繕
等
が
嘗
時
既
に
行
わ
れ
ず
、
郡
将
に
よ
り
徴
設
さ



就
役
し
な
い
者
か
ら
は
道
橋
銭
を
徴
牧
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
こ
に
、
更
賦
が
中
央
政
府
に
吸
牧
さ
れ
、
そ
の
重
要
な
財
源
化
し
て
い
る
こ
と
、
即
ち
地
方
に
お
い
て
雇
傭
の
財
源
と
な
る
部
分
を
匪

迫
す
る
と
共
に
、
更
径
が
本
来
持
っ
て
い
た
、
地
域
に
お
け
る
「
共
同
盟
」
的
傍
役
と
し
て
の
側
面
を
消
失
さ
せ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
窺
う
こ
と

が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
他
方
に
お
い
て
、
郡
勝
に
よ
り
臨
時
に
徴
麓
さ
れ
る
雑
役
の
位
置
を
高
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
推
定
さ
れ
る
の
で

れ
る
他
の
笹
役
(
雑
役
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
)
を
以
て
充
て
ら
れ
、

あ
る
。
後
漢
末
に
お
け
る
園
家
の
「
共
同
睦
」
的
機
能
の
衰
退
と
民
の
負
捨
増
加
の
傾
向
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
径
役
面
に
お
い
て
も
現
れ
て

い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。お

わ

り

本
稿
で
は
戟
園
秦
以
後
、
漢
代
に
お
け
る
諸
絡
役
の
形
態
匡
分
と
そ
の
性
格
の
解
明
を
中
心
的
課
題
と
し
て
検
討
し
て
き
た
。
こ
こ
で
得
ら

れ
た
結
論
は
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

)
 

1
4
 

(
 
嘗
時
の
径
役
に
は
、
同
中
央
的
復
役
、

ω更
倍
、

ω更
径
の
枠
外
の
雑
役
、
と
い
う
三
種
類
の
徳
役
形
態
上
の
巨
分
が
認
め
ら
れ
、
さ
ら

に
ゆ
更
揺
の
出
現
役
と
し
て
の
「
大
径
役
」
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
諸
衝
役
の
中
で
基
軸
的
位
置
を
占
め
る
の
は
、
民
の
基
本
的
・
恒
常
的
負
措

義
務
と
し
て
の
更
揺
で
あ
り
、
他
は
全
て
臨
時
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
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ω
更
俸
は
戟
園
秦
以
後
、
南
漢
を
通
じ
て
、
毎
年
一
箇
月
の
就
役
義
務
が
一
般
的
で
あ
り
、
賦
課
封
象
と
な
る
成
年
男
子
が
十
二
の
組
に
分

け
ら
れ
、
年
聞
を
通
じ
て
交
代
就
役
す
る
方
式
が
と
ら
れ
た
。
な
お
、
更
径
と
算
賦
の
負
捨
義
務
期
聞
は

一
致
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

ω
更
径
は
本
来
、
牒
に
よ
り
管
轄
・
徴
護
さ
れ
、
鯨
内
の
主
に
定
期
的
諸
労
役
に
充
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
前
漢
武
一
帝
期
頃
に
は
郡

園
守
相
に
徴
震
穫
が
握
ら
れ
、
郡
園
を
車
位
と
す
る
更
径
徴
震
の
睦
制
が
成
立
し
た
。
一
方
、
そ
れ
と
共
に
貫
役
徴
設
に
代
わ
り
、
兎
役
銭

(
更
賦
・
過
更
銭
〉
徴
牧
と
、
官
に
よ
る
雇
傭
献
労
働
化
が
準
ん
だ
。
更
衝
は
元
来
、
地
方
的
径
役
と
中
央
的
径
役
の
南
側
面
を
持
っ
て
い
た

が
、
前
漢
後
期
以
後
、
後
漢
に
か
け
て
、
菟
役
銭
徴
放
が
次
第
に
一
般
化
し
、
中
央
政
府
の
重
要
な
財
源
と
な
る
に
伴
い
、
中
央
的
径
役
と

459 
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し
て
の
性
格
を
強
め
た
。

ω
中
央
的
傍
役
は
中
央
政
府
に
よ
り
管
轄

・
徴
護
さ
れ
る
臨
時
的
得
役
で
あ
り
、
就
役
の
場
は
本
来
、

鯨
(
後
に
は
郡
)
の
範
園
を
超
え
る

地
黙
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
就
役
に
あ
た
っ
て
は
、
民
の
基
本
的
税
役
負
携
の

一
部
(
或
い
は
全
部
)
が
克
除
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、

前
漢
後
期
以
降
は
雇
傭
労
働
化
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

て
ら
れ
る
も
の
で
、
更
循
を
補
完
す
る
性
格
を
持
つ
径
役
で
あ
る
。

雑
役
は
本
来
、
豚
(
後
に
は
郡
M
m
)

の
長
官
に
よ
り
必
要
に
麿
じ
て
臨
時
に
徴
設
さ
れ
、
鯨

・
郡
鯨
内
の
比
較
的
小
規
模
な
諸
傍
役
に
充

後
漢
末
に
お
い
て
は
、
更
径

(更
賦
〉
の
中
央
的
絡
役
化
(
中
央
政
府
の

(5) 
財
源
化
〉
に
仲
い
、
郡
鯨
に
お
け
る
雑
役
の
位
置
が
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。

に
臆
じ
て
老
弱

・
女
子
が
徴
設
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。

中
央
的
絡
役
や
雑
役
は
原
則
と
し
て
農
閑
期
に
徴
設
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
叉
、
更
径
と
は
異
な
る
徴
護
方
式
が
と
ら
れ
、

必
要

(6) ほ
ぽ
以
上
の
如
く
で
あ
る
。
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な
お
こ
の
他
、
定
期
的
な
租
税
上
供
の
役
な
ど
に
つ
い
て
は
別
箇
の
考
察
が
必
要
で
あ
り
、
叉
、
各
種
絡
役
の
個
々
の
傍
役
内
容
に
つ
い
て

は
更
に
検
討
す
べ
き
貼
が
多
い
が
、
そ
れ
ら
は
全
て
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
は
、
張
家
山
出
土
漢
律
の
公
表
な
ど
、
今
後
頭
想

さ
れ
る
新
出
史
料
の
増
加
と
研
究
の
進
展
に
備
え
て
基
礎
的
検
討
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

註(
工
)
潰
口
重
図
同
「
践
更
と
過
更
|
如
淳
設
の
批
判
」
一
九
一
一
一
一
、

ω

「『
同
』
補
遺
」
一
九
三
二
、

ω
「秦
漠
時
代
の
篠
役
労
働
に
関
す
る

一
問
題
」
一
九
三
四、

ω
「渓
代
の
時
間
作
大
匠
と
其
の
役
徒
」一

九
三

六
(
以
上
と
も
に
同
氏
著
『
秦
漠
惰
唐
史
の
研
究
』
上
巻
、
東
京
大
塵

出
版
曾
、
一
九
六
六
、
所
収
)
。

(

2

)

本
稿
に
関
わ
る
範
園
で
主
な
研
究
を
穆
げ
る
と
、
西
国
太

一
郎
刷

「漢
の
正
卒
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
の
文
化
と
社
合
同
』
一
、
一
九
五
O
)、

制

「漢
の
正
卒
に
関
す
る
諸
問
題
」
(
『
東
方
皐
』

一
O
、
一
九
五
五
)
。

西
村
元
佑
「
漢
代
の
箔
役
制
度
」
(
『
東
洋
史
研
究
』

一二
1
l
五
、
一
九

五
三
)
。
卒
中
苓
次

「漠
代
の
官
吏
の
家
族
の
復
除
と

『
軍
賦
』
の
負
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指
」
一
九
五
五
(
同
氏
著
『
中
園
古
代
の
田
制
と
税
法
』
東
洋
史
研

究
舎
、
一
九
六
七
、
所
収
〉
。
米
田
賢
次
郎
同
「
漢
代
筏
役
回
数
に
関

す
る
一
試
論
|
特
に
『
三
十
倍
於
古
』
に
つ
い
て
|
」
(
『
東
方
皐
報
』

京
都
、
二
七
、
一
九
五
七
)
、
制
「
秦
漢
帯
園
の
軍
事
組
織
」
(
『
古
代

史
講
座
』
五
、
畢
生
位
、
一
九
六
二
)
。
伊
藤
徳
男
「
渓
代
の
後
役
制

度
に
つ
い
て
1

董
仲
錦
町
の
上
言
と
『
漢
替
儀
』
と
の
解
蝿
揮
を
め
ぐ
っ
て

l
」
(
『
古
代
拳
』
八
|
二
、
一
九
五
九
〉
。
越
智
重
明
刷
「
前
漢
時
代

の
箔
役
に
つ
い
て
」
(
『
法
制
史
研
究
』
二
五
、
一
九
七
六
〉
、

ω
「渓

六
朝
の
税
役
問
題
i
『
漢
六
朝
史
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
』
|
第
六
一
章
」

(
『
九
州
大
皐
東
洋
史
論
集
』
六
、
一
九
七
七
)
。
山
田
勝
芳
同
「
漢
代

の
算
と
役
」
(
『
東
北
大
祭
数
養
部
紀
要
』
一
一
八
、
一
九
七
八
)
、
倒

「後
漢
時
代
の
徳
役
と
兵
役
」

(
『
歴
史
』
六
六
、

一
九
八
六
)
。
桝
田

昌
三
「
秦
渓
時
代
の
労
役
に
関
す
る
一
考
察
i
『
史
記
』
孝
景
本
紀

「
男
子
二
十
而
得
得
」
の
検
討
を
中
心
と
し
て
|
」
(
『
立
命
館
史
皐
』

=
一
、
一
九
八
二
)
。

藤
田
勝
久
「
前
漢
の
格
役
労
働
と
そ
の
運
営
形
態
」

(
『
中
園
史
研
究
』
八
、
一
九
八
四
)
な
ど
。

一
方
、
近
年
の
中
園
に
お
け
る
研
究
は
多
数
に
の
ぼ
る
が
、

一
九
八

O
年
以
後
に
お
け
る
主
要
な
も
の
の
み
翠
げ
る
と
、
高
恒
「
秦
律
中
的

後
・
成
問
題
」
(
『
考
古
』
一
九
八
O
|
六
)
。
銭
剣
夫
「
試
論
秦
漢
的

。
正
卒
。
箔
役
」
(
『
中
園
史
研
究
』
一
九
八
二
1

一
ニ
)
。
寅
今
言
「
西

渓
箔
役
制
度
筒
論
」
(『江
西
師
院
皐
報
』
一
九
八
二
|
=
一
)
な
お
黄
氏

の
そ
の
後
の
研
究
は
、
同
氏
著
『
秦
漢
賦
役
制
度
研
究
』
(
江
西
敬
斉

出
版
社
、
一
九
八
八
)
第
七
章
に
鐙
系
的
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
張
金

光
「
秦
自
商
敬
愛
法
後
的
租
賦
待
役
制
度
」
〈
『
文
史
哲
』
一
九
八
三
|

一
)
。
宋
傑
コ
九
章
算
術
。
記
載
的
漢
代
箔
役
制
度
」
(
『
北
京
師
範

鼠
午
院
拳
報
』
一
九
八
五
|
二
)
。
寅
簡
明
「
漢
代
供
役
年
齢
的
努
化
」

〈
『
中
園
史
研
究
』
一
九
八
五
二
)
。
高
敏
同
「
秦
漢
倦
役
制
度
燐
析

ω
-
m」
(
『
鄭
州
大
準
皐
報
(
哲
社
版
)
』
一
九
八
五
1

三
、
一
九
八

六
l
四
)
、
制
「
秦
漢
的
傍
役
制
度
」
(
『
中
園
経
済
史
研
究
』
一
九
八

七
|
一
〉
。
羅
慶
康
「
試
論
西
漢
箔
役
制
度
的
特
黙
」
(
『
中
園
祉
舎
経

済
史
研
究
』

一
九
八
五
|
四
〉
。
施
偉
青

「関
於
秦
漢
箔
役
的
若
干
問

題
|
輿
銭
剣
夫
同
士
山
商
権
|
」
(
『
中
園
史
研
究
』

一
九
八
六
|
一
一
〉
。

孫
言
誠

「秦
漢
間
待
役
和
兵
役
」
(
『
中
園
史
研
究
』

一
九
八
七
|
一
ニ
)
。

胡
大
貴
・
宮
崎
一
下
「
詩
論
秦
代
径
成
制
度
」
(
『
四
川
師
範
大
間
争
率
報

(
祉
科
版
)
』
一
九
八
七
|
六
〉
な
ど
。

(
3
)

潰
口
重
圏
、
前
掲
註
〈
1
)
、
同
論
文
、
並
び
に
「
漢
の
徴
兵
適
齢
に

就
い
て
」
一
九
三
五
、
(
同
氏
者
前
掲
註
(

1

)

書
、
所
収
〉
参
照
。

(

4

)

江
陵
張
家
山
出
土
の
漢
律
に
、
徳
律
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
報

ぜ
ら
れ
て
い
る
。
張
家
山
漢
墓
竹
筒
整
理
小
組
「
江
陵
張
家
山
漢
筒
概

述
」

(
『
文
物
』

一
九
八
五
l
一)。

(

5

)

以
下
の
秦
鱗
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
雲
夢
姪
虎
地
秦
墓
編
篤
組

『
雲
夢
一
隆
虎
地
秦
墓
』
ハ
文
物
出
版
社
、
一
九
八

一
)
の
簡
番
続
と
、

睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
整
理
小
組
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
(
卒
援
本
〉
(
文

物
出
版
社
、
一
九
七
八
)
の
頁
数
を
記
す
。

(

6

)

こ
れ
に
削
到
し
、
徴
設
に
感
じ
な
か
っ
た
民
の
庭
罰
規
定
は
法
律
答
問

「
不
舎
、
治
(
答
)
」
の
篠
(
五
三
三
筒
、
二
二

0
・
一
頁
)
に
み
え

る
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
高
値
、
前
掲
註
(

2

)

論
文
参
照
。

(

7

)

前
掲
註
ハ
2
)
の
張
金
光
、
高
敏
、
各
論
文
な
ど
参
照
。

(

8

)

こ
れ
ら
の
苑
が
中
央
官
府
所
属
で
あ
る
こ
と
は
菱
錫
圭
「
畜
夫
初

探
」

(
『
雲
夢
秦
簡
研
究
』
中
華
書
局
、
一
九
八
て
所
収
)
二
一
一
一
一
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頁
、
参
照
。

(
9
)

山
田
勝
芳

「
秦
漢
時
代
の
侍
と
年
齢
」
(
『
東
北
大
皐
数
養
部
紀
要
』

四
七
、
一
九
八
七
)
に
こ
の
黙
の
指
摘
が
あ
る
。

(
叩
)

徳
律
の
規
定
も
禁
苑
等
が
多
く
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
内
容

か
ら
、
元
来
、

開
中
を
針
象
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
。
秦
律
全
世
の
性
格
に
つ
い
て
は
江
村
治
樹

「
雲
夢
臨
虎
地
出
土
秦

律
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
四

O
l
て

一
九
八
一
)

参
照
。

(

U

)

大
櫛
敦
弘
「
秦
漢
園
家
の
陸
運
組
織
に
関
す
る
一
考
察
|
居
延
漢
筒

の
事
例
の
検
討
か
ら

l
」
(
『
東
洋
文
化
』
六
八
、

一
九
八
八
)
は
、

こ
の
始
以
律
な
ど
も
例
示
し
な
が
ら
、
秦
漢
に
お
い
て
耐
怖
を
単
位
と
す
る

全
園
的
な
際
運
組
織
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
解
し
て
い
る
。

(
ロ
)

前
担
問
註
(

2

)

の
張
金
光
、
高
敏
、
各
論
文
な
ど
参
照
。

(
日
)

こ
の
上
言
に
つ
い
て
の
従
来
の
諮
解
穣
及
び
私
見
は
拙
稿

「
秦
漢
の

丘
(
制
に
つ
い

て
|
地
方
軍
を
中
心
と
し
て
|
」
(
静
岡
大
皐
人
文
皐
部

『
人
文
論
集
』

三
六
、
一
九
八
六
)
で
述
べ

て
お
い
た
。

(

H

)

「
業
」
は
「
裁
」
の
、
下
文
の

「儒
」
は

「
待
」
の
各
々
誤
り
と
解

す
る
の
が
正
し
い

で
あ
ろ
う
。
孫
論
議
『
札
透
』
巻
九
の
説
、
参
照
。

劉
防
途
『
論
衡
集
解
』
も
こ
れ
に
従
う
。

(
日
)
演
口
重
圏
、
前
掲
註
(

1

)

、
同
論
文
。

(
日
)

『
陸
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
(
卒
接
木
〉
註
緯
、

一一一

一一貝
、
高
敏
、
前
掲

註
(

2

)

論
文
な
ど
参
照
。

(
げ
)
前
掲
註
(
2
〉
の
伊
藤
論
文
、
越
智
同
論
文
参
照
。

(
河
川
)
卒
中
苓
次

「
居
延
漢
簡
と
漢
代
の

財
産
税
」
一

九
五
三
、

者
、
前
掲
註
(

2

)

雲
、
所
収
〉

一
一
二
三
頁
。
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(同
氏

(川口)

西
国
太
一
郎
、
前
掲
註
(

2

)

、
則
論
文
。

(
却
)
秦
筒
、
法
律
答
聞
の

「
遁
事
」
に
閥
、
ず
る
傑
(
五
三
四
筒
、

二
二
一

頁
)
参
照
。
如
淳
、
顔
師
古
の
註
で
も
一

般
に

「
役
使
」
「
筏
役
」
の

意
に
解
さ
れ
て
い
る
。

(
乱
)
前
掲
註
(

2

)

の
高
低
、
高
敏
、
各
論
文
な
ど
参
照
。

(
n
)

山
田
勝
芳
、
前
掲
註
(
2
〉
、
制
論
文。

(
お
)
嘗
時
の
兵
役
と
箔
役
の
関
係
に
つ
い
て
の
私
見
は
、
拙
稿
、
前
掲
註

(
日
)
論
文
に
述
べ
て
お
い
た
。
な
お
秦
簡
の
「
成
」
の
意
味
内
容
に
つ

い
て
は
、
今
後
更
に
検
討
す
べ
き
貼
が
あ
る
。

(
U
A
)

米
国
賢
次
郎
、
前
掲
註
(

2

)

論
文
な
ど
。

(
お
〉
渡
迭
信
一
郎
氏
は
蛍
時
の
力
役
に
つ
い
て
、
農
民
経
営
の
社
曾
的
再

生
産
の
た
め
の
枇
舎
的
必
要
労
働
と
し
て
の
側
面
と
、
園
家
に
よ
る
非

生
産
的
目
的
に
よ
る
剰
徐
労
働
収
奪
と
し
て
の
側
面
の
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
「
呂
氏
春
秋
上
長
篇
議
測
|
秦
漢
時
代
の
社
曾
編
成
」

(『
京
都
府
立
大
同
学
問
学
術
報
告
』
人
文
、
一
一
一
一
一
一
、
一
九
八

一
)
。

(
部
)

こ
の
回
律
に
つ

い
て
は
主
に
前
半
部
分
の
肝
間
制
の
解
剖
押
を
め
く
っ

て
研
究
が
多
い
。
原
田
浩
「
青
川
秦
墓
木
股
考
」
(
『
史
海
』
三
五
、
一

九
八
八
)
に
、
先
行
の
研
究
史
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)
藤
田
勝
久

「
中
園
古
代
の
開
中
関
設
」
(
『
佐
藤
博
士
退
官
記
念
中
園

水
利
史
論
叢
』
図
書
刊
行
舎
、

一
九
八
四
)
、
渡
逃
信

一
郎

『
中
園
古

代
社
曾
論』

(
青
木
蓄
広
、
一
九
八
六
)
第
二
章
、
七

O
頁。

(
却
)
「
上
(
武
帝
)
回
、
:
:
:
令
吏
民
勉
農
、
霊
地
利
、

卒
採
行
水
、
勿

使
失
時
。
」

(
『
漢
書
』
巻
二
九
溝
泊
志
〉
と
あ
る
の
を
は
じ
め
、

郷
笛

夫
に
つ
い

て
は
、「
倫
(
第
五
倫
)
後
矯
郷
畜
夫
、
卒
傍
賦
、
理
怨
結
、

得
人
救
心
。
」

(
『
後
漢
書
』
列
俸
=
二

第
五
倫
停
)
と
あ
り
、
豚
レ
ベ

一 32-
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ル
で
は
「
(
王
抽
出
)
初
魚
河
内
温
令
、
:
・
民
歌
之
目
、
主
稚
子
、
世

未
有
、
一
中
静
骨
、
百
姓
喜
。
」
(
『
肇
陽
園
士
山
』
各
十
中
)
と
あ
り
、

郡

レ
ベ
ル
で
は
「
(
張
奥
)
復
奔
武
威
太
守
。
卒
均
値
惜
賦
」
(
『
後
漢
書
』

列
億
五
五
張
笑
俸
〉
な
ど
。

(
却
)
吉
田
虎
雄
『
雨
漢
租
税
の
研
究
』
(
一
九
四
二
、
大
安
、
一
九
六

六
)
第
六
節
を
は
じ
め
、
前
掲
註
(

2

)

の
西
村
・
米
田
・
越
智
・
藤

田
、
各
論
文
。
こ
れ
ら
の
設
で
は
、
兵
役
義
務
期
間
内
に
二
年
或
い
は

三
年
聞
の
兵
役
に
服
し
、
そ
の
他
の
年
は
更
卒
の
役
に
服
す
る
と
解
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
設
は
現
在
の
中
園
に
お
い
て
も
主
流
を
な
し
て
い

る。

(

m

叫
)
前
掲
註
(
2
〉
の
西
国
・
卒
中
・
山
田
、
各
論
文
。
山
田
読
は
他
に
前

掲
註
〈
9
〉
論
文
を
も
参
照
。

(
幻
)
演
口
重
圏
、
前
掲
註
(

3

)

「
漢
の
徴
兵
遁
齢
に
就
い
て
』
。

(
包
)
卒
中
苓
次
、
前
掲
註
(
路
)
論
文
。

(
お
)
「
不
縁
」
と
は
本
来
、
得
役
義
務
を
菟
除
さ
れ
て
い
る
意
で
、
得
役

義
務
者
に
よ
る
非
合
法
の
「
遁
事
」
「
乏
径
」
(
秦
筒
、
五
三
四
筒
、

一
一
一
一
一
頁
)
と
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
口
銭
が
質
(
罰
金
〉
と
表
現
さ

れ
る
の
は
、
嘗
時
の
意
識
の
特
質
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
鈍
)
西
田
太
一
郎
、
前
掲
註
(

2

)

、
制
論
文
。

(
お
)
山
田
勝
芳
、
前
掲
註
(
2
〉
、
則
論
文
。
な
お
刷
論
文
を
も
参
照
。

(
お
〉
博
士
弟
子
等
、
諸
生
の
循
役
克
除
の
特
典
に
つ
い
て
は
東
耳
目
次
「
漢

代
の
諸
生
」
(
『
愛
媛
大
鼠
半
数
育
風
宇
部
紀
要
』
第

E
部
、
人
文
・
社
倉

科
皐
、
二
ハ
、
一
九
八
四
)
参
照
。

〈
日
山
〉
東
音
次
、
同
右
論
文
参
照
。

(
お
〉
こ
れ
ら
の
黙
は
拙
稿
、
前
掲
註
(
日
〉
論
文
で
検
討
し
て
お
い
た
。

(
ぬ
)
秦
の
待
籍
を
め
ぐ
る
研
究
は
多
く、

解
穫
も
多
岐
に
分
か
れ
る
。
最

近
の
山
田
勝
芳
、
前
掲
註
(
9
〉
論
文
、
中
園
で
は
陳
明
光
「
秦
靭
停
籍

標
準
懇
測
」
(
『
中
園
枇
曾
経
済
史
研
究
』
一
九
八
七
|
一
〉
に
、
先

行
の
研
究
史
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(

ω

)

山
田
勝
芳
、
前
掲
註
(

2

)

、
則
論
文
、
並
び
に
前
掲
註
(

9

)

論
文
。

中
園
で
の
研
究
で
は
前
掲
註
(
2
〉
の
宋
傑
、
施
偉
育
、
各
論
文
。

(

H

U

)

録
文
は
妥
錫
圭
「
湖
北
江
陵
鳳
嵐
山
十
競
演
墓
出
土
簡
膿
考
緯
」

(
『
文
物
』
一
九
七
四
|
七
)
に
よ
る
。

(
必
)
こ
の
黙
は
拙
稿
「
漢
代
の
復
除
に
つ
い
て
』
(
『
東
方
拳
』
七
三
、
一

九
八
七
〉
で
指
摘
し
て
お
い
た
。

(
円
切
〉
漬
口
重
圏
、
前
掲
註
(

1

)

、

ω則
論
文
。

(
川
叫
)
黄
河
治
水
工
事
の
諸
例
に
つ
い
て
は
、
藤
田
勝
久
「
漢
代
に
お
け
る

水
利
事
業
の
展
開
」
(
『
歴
史
皐
研
究
』
五
二
て
一
九
八
三
)
、
同
氏

「漢
代
の
黄
河
治
水
機
構
」
(
『
中
園
水
利
史
研
究
』
一
六
、
一
九
八

六
)
参
照
。

(
必
〉
越
智
重
明
、
前
掲
註
(
2
〉、

ω論
文
に
こ
の
黙
の
指
摘
が
あ
る
。

(
組
問
〉
郷
傑
群
「
南
陽
新
出
土
的
東
漢
張
景
造
土
牛
碑
」
(
『
文
物
』
一
九

六一一一
1

一
一
〉
、
『
書
道
全
集
』
一
一
六
(
卒
凡
社
、
一
九
六
七
)
の
「
張

景
造
土
牛
碑
」
解
設
・
漂
文
(
大
庭
惰
執
筆
)
参
照
。

(

U

)

こ
の
「
郷
正
」
並
び
に
三
行
自
の
「
吏
正
」
は
郷
吏
と
星
正
の
意
で

あ
ろ
う
。

こ
の
鮎
、
山
田
勝
芳
、
前
掲
註
〈
2
)
、
制
論
文
参
照
。

(
必
)
「
列
長
」
は
鄭
傑
群
、
前
掲
註
(
必
〉
論
文
で
は
、
郷
・
亭
・
里
の
長

の
総
務
と
解
す
る
が
、
山
田
勝
芳
、
同
右
論
文
の
指
摘
の
よ
う
に
、
市

の
列
建
毎
の
長
の
意
で
あ
ろ
う
。

(
時
)
山
田
勝
芳
、
同
右
論
文
。

- 33ー
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(
印
)

西
村
元
佑
「
漢
代
の
勧
農
政
策
|
財
政
機
構
の
改
革
に
関
連
し
て

|
」
一

九
五
九
、
(
同
氏
者

『中
園
経
済
史
研
究
』

東
洋
史
研
究
舎
、

一
九
六
八
、
所
枚
)
参
照
。

(
日
)
償
口
設
で
ほ
更
賦
(
過
第
九
銭
)
徴
収
は
遅
く
と
も
後
漢
の
順
帯
頃
に

は
一
般
化
し
た
と
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
山
田
勝
芳
「
王
制
仲
代
の
財

政
」
ハ
『
集
刊
東
洋
同
学
』
一
二
一
二
、
一
九
七
五
)
の
指
摘
の
よ
う
に
、
前

漢
後
期
以
降
、

一史
賦
を
徴
収
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
と
認
め
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

(
臼
)
顔
師
古
註
で
は
「
更
謂
鴛
更
卒
也
」
と
解
す
る
が
、
こ
の

場
合
の

「
更
賦
」

或
い
は

「
更
」
は
文
意
か
ら
み
て
苑
役
銭
の
意
に
解
さ
れ

る
。

(
臼
)
こ
の
「
更
賦
」
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
解
穣
が
分
か
れ
る
が
、
滋
口

霊
園
、
前
掲
註
(

1

)

、
制
論
文
、
山
田
勝
芳
、
前
掲
註
(
日
)
論
文
の
設

に
従
い
、
質
役
代
償
金
と
解
し
て
お
く
。

(
白
川
)
山
田
勝
芳
、
前
掲
註
(
日
)
論
文
参
照
。

(
臼
〉
好
並
隆
司

「
漢
代
の
治
水
瀦
瓶
政
策
と
豪
族
」
一

九
六
五
、

(
同
氏

著
『
秦
漠
帯
園
史
研
究
』
未
来
位
、
一
九
七
八
、
所
収
)
三
八
六
頁。

(
日
)
紙
屋
正
和
「
前
漢
郡
脈
統
治
制
度
の
展
開
に
つ
い
て
ー
そ
の
基
礎
的

考

察

(

下
〉
」
(
『
一
隅
岡
大
皐
人
文
論
叢
』

一
四
|

一
、
一
九
八
二
)

は
武
帯
時
代
の
大
規
模
土
木
事
業
に
つ
い
て
、
そ
の
多
く
が
中
央
朝
廷

の
「
直
営
事
業
」
の
延
長
と
し
て
郡
・
園
な
い
し
は
そ
の
守

・
相
に
委

任
さ
れ
た
も
の
と
解
し
て
い
る
。

(
幻
)
苑
役
銭
(
変
賦

・
過
更
銭
〉
が
こ
う
し
た
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
そ
の
苑
除
・
銭
額
の
槍
減
な
ど
は
皇
帝
の
権
限
に
腐
す
も
の
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即
ち
地
方
官
に
よ
る
民
の
更
箔

・
更
賦
の
菟

除
措
置
等
は
、
帯
へ
の
奏
請
と
裁
可
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

(
叩
叩
)
山
田
勝
芳
、
前
掲
註
(
日
)
論
文
(
六
九
買
及
び
註
⑬
)
は
、
更
賦
徴

枚
の
一
般
化
に
伴
い
、
地
方
に
お
い
て
別
に
随
時
、
寅
役
徴
設
(
走
卒

な
ど
)
が
な
さ
れ
、
後
漢
時
代
に
は
箔
役
の
中
央
的
な
も
の
(
更
賦

銭
)
と
地
方
的
な
も
の
(
走
卒
〉
と
が
、
極
め
て
繁
則
的
な
形
で
は
あ

る
が
事
賃
上
存
在
し
て
い
た
と
解
し
て
い
る
。
更
箔
の
本
来
的
性
格
、

走
卒
の
理
解
な
ど
に
お
い
て
私
見
と
異
な
る
黙
が
あ
る
が
、
更
径
の
中

央
的
世
間
役
化
と
、
地
方
に
お
け
る
別
の
貫
役
徴
設
の
重
要
化
と
い
う
硯

黙
に
は
縫
承
す
べ
き
鮎
が
あ
る
と
考
え
る
。

(
印
)
沼
口
重
園
、
前
掲
註
(
1
)
、
凶
論
文
。

(
印
)
潰
口
霊
園
、
同
右
論
文
、
六
一
二
頁
に
こ
の
黙
の
指
摘
が
あ
る
。

(
m
m
)

佐
藤
武
敏
「
漢
代
の
水
利
機
構
」
(
『
中
園
史
研
究
』
四
、
一
九
六

五
)
。
好
並
隆
司
、
前
掲
註
(
日
)
論
文
。
藤
田
勝
久
、
前
掬
註
〈
川
明
)
論

文
、
参
照
。
藤
田
氏
の
設
で
は
、
前
漢
に
お
い
て
は
主
爾
都
尉
、
校
別

な
ど
中
央
の
官
に
あ
る
者
が
臨
時
に
源
遣
さ
れ
て
工
事
を
捻
笛
し
、
そ

の
労
働
力
は
軍
隊
に
所
腐
す
る
正
卒
な
ど
で
あ
り
、
軍
事
土
木
の
性
格

を
持
つ
も
の
と
解
し
て
い
る
。

(
位
)
張
皐
生
「
甘
谷
漢
簡
考
穫
」
(
甘
粛
省
文
物
工
作
除

・
甘
粛
省
博
物

舘
編
『
漢
関
研
究
文
集
』
甘
新
人
民
出
版
社
、
一
九
八
四
、
所
収
)
参

昭…。

(
臼
)
張
皐
生
、
同
右
論
文
、
一

O
一
頁
ご

〔
附
記
〕

本
稿
は
中
園
秦
漢
史
研
究
曾
第
四
次
年
曾
(
一
九
八
八
年
九
月
、

於
徐
州
)
に
持
参
し
た
報
告
準
備
ペ

ー
パ
ー

(
「
関
子
秦
政
箔
役
制
度

的
幾
箇
問
題
」
、
後
、

『
秦
漢
史
論
叢
』
四
、
西
北
大
間
学
出
版
社
、
一
九
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八
九
、
所
枚
〉
に
大
幅
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
の
校
正
段
階
で
、
今
年
度
東
洋
史
研
究
曾
大
曾
(
一
九

九
O
年
十
一
月
三
日
、
於
京
大
舎
館
)
に
お
け
る
渡
迭
信
一
郎
氏
の
設

表
「
漢
代
更
卒
制
度
の
再
検
討

l
l限
度
1

演
口
説
批
判
|
|
」
を
関

465 

く
機
舎
を
得
た
。
そ
こ
で
は
更
卒
制
度
に
つ
い
て
新
た
な
解
簿
が
提
示

さ
れ
た
が
、
多
岐
に
わ
た
る
論
黙
に
言
及
す
る
こ
と
は
既
に
不
可
能
で

あ
る
。
い
ず
れ
改
め
て
氏
の
設
を
全
鐙
的
に
検
討
す
る
機
禽
を
持
ち
た

い
と
お
も
う
。
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VARIOUS FORMS OF FORCED LABOUR

IN THE PERIOD OF THE QIN AND THE HAN

Shigechika Keiiu

　　

This article deals with the classification,the character and the change

of various forced labour in the period of the Warring States, the Qin and the

Han. At first, the forced labour in those days a「e classified into (a) the

forced ｌａｂｏｕｒ(ｙａｏｙi僑役)ｏｎthe central government, (b)tｈｅ gengyao 更福，

(c) the odd jobs outside the limit of the gengyao, and so on. Among

them, the gengyao existed as the fundamental and constant duty of the

people. On the other hand, all the others as the ｅχtra characters｡

　　

The gengyao was imposed on adult men who were within a period

of the obligation of the suanfu算賦, and was in ａ system that they took

it turns every month throughout the year. The gengyao was primarily

controlled and requisitioned by the district. By the Wudi 武帚regime in

the Former Han, the right of requisition was held by a director in the

commanderies and states. Hereby, in place of the actual requisition, the

collect of the ｅχemption from service (tｈｅgengfu 更賦or the guogeng-

qian過更鏝)ｗａs little by littlegeneralized｡

　　

The yaoyi was controlled and requisitioned by the central government,

and has ａ character which it was gone into commission beyond　the

confines of the district (later, the commandery)｡

　　

The odd jobs were requisitioned as occasion calls by a director of the

district (later, the commandery and the district). They were devoted to the

relatively small-scale labours and have ａ character that they supplement

the gengyao. Further, there was ａ case that the old, the minority and

the women were requisitioned as occasion calls for the yaoyi and the odd

jobs.

１


